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拝啓　株主のみなさまには、常日頃、格別のご高配を賜わり厚くお礼申しあげ
ます。
　さて、当社第89回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席
くださいますようお願い申しあげます。
　なお､議決権の行使につきましては､70頁から71頁に記載の｢議決権の行使に
ついてのご案内｣をご確認のうえ行っていただきますようお願い申しあげます｡

敬　具　
記

証券コード　9503
平 成 25 年 6 月 6 日

大阪市北区中之島₃丁目₆番16号
株　主　各　位

関 西 電 力 株 式 会 社

第89回定時株主総会招集ご通知

森　 詳　介取締役会長

₁．日　時　　平成25年₆月26日（水曜日）　午前10時
₂．場　所　　神戸市中央区港島中町₆丁目１2番地の₂
　　　　　　　　ワールド記念ホール

・開催場所が昨年と異なりますので、末尾の｢会場ご案内図｣
をご参照のうえ、お間違いのないようお願い申しあげます。
・開会時刻間際には会場受付が大変混雑いたしますので、
お早めのご来場をお願い申しあげます｡

₃．目的事項
　　報告事項　　　１.平成24年度（　　　　　　　　）事業報告の内容、連結
　　　　　　　　　　計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連
　　　　　　　　　　結計算書類監査結果報告の件
　　　　　　　　　2.平成24年度（　　　　　　　　）計算書類の内容報告の件
　　決議事項
　　　　　　〈会社提案（第₁号議案および第₂号議案）〉
　　　第₁号議案　剰余金の処分の件
　　　第₂号議案　取締役全員任期満了につき17名選任の件

平成24年₄月₁日から
平成25年₃月31日まで

平成24年₄月₁日から
平成25年₃月31日まで
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　　　　　　〈株主（₁名）からのご提案（第₃号議案）〉
第₃号議案　定款一部変更の件

　　　　　　〈株主（39名）からのご提案（第₄号議案から第12号議案まで）〉
第₄号議案　定款一部変更の件 ⑴
第₅号議案　定款一部変更の件 ⑵
第₆号議案　定款一部変更の件 ⑶
第₇号議案　定款一部変更の件 ⑷
第₈号議案　定款一部変更の件 ⑸
第₉号議案　定款一部変更の件 ⑹
第10号議案　定款一部変更の件 ⑺
第11号議案　定款一部変更の件 ⑻
第12号議案　定款一部変更の件 ⑼

　　　　　　〈株主（129名）からのご提案（第13号議案から第19号議案まで）〉
第13号議案　取締役解任の件
第14号議案　定款一部変更の件 ⑴
第15号議案　定款一部変更の件 ⑵
第16号議案　定款一部変更の件 ⑶
第17号議案　定款一部変更の件 ⑷
第18号議案　定款一部変更の件 ⑸
第19号議案　定款一部変更の件 ⑹

　　　　　　〈株主（₂名）からのご提案（第20号議案から第25号議案まで）〉
第20号議案　定款一部変更の件 ⑴
第21号議案　定款一部変更の件 ⑵
第22号議案　定款一部変更の件 ⑶
第23号議案　定款一部変更の件 ⑷
第24号議案　定款一部変更の件 ⑸
第25号議案　定款一部変更の件 ⑹

　　　　　　〈株主（１名）からのご提案（第26号議案から第30号議案まで）〉
第26号議案　定款一部変更の件 ⑴
第27号議案　定款一部変更の件 ⑵
第28号議案　定款一部変更の件 ⑶
第29号議案　定款一部変更の件 ⑷
第30号議案　取締役１名選任の件
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　　　　　　〈株主（１名）からのご提案（第31号議案）〉
第31号議案　定款一部変更の件

上記の会社提案（第₁号議案および第₂号議案）および株主か
らのご提案（第₃号議案から第31号議案まで）にかかる議案の
内容等は38頁から69頁に記載のとおりであります。

以　上

・当日ご出席の方は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場
受付へご提出ください｡ また､ 当日は本招集ご通知をお持ちくだ
さいますようお願い申しあげます。

・株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書
類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（http://www.kepco.co.jp/）に掲載させていただきます。
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⑴　事業の経過およびその成果
平成24年度のわが国経済は、世界経済の減速等を背景として輸出や生産が減

少するなど、景気は総じて弱めの状況で推移しましたが、年度終盤には政府の
経済対策の効果などにより、下げ止まりの動きが見られました。

当社グループでは、電気事業において、停止中の原子力発電所の再稼動が見
通せず、厳しい需給状況となることが想定されましたが、大飯発電所３ 、４号
機が再稼動したほか、海南発電所２号機の再稼動や姫路第一発電所における小
型ガスタービン発電設備の設置、火力・水力発電所の定期検査や補修工程の調
整、他の電力会社からの応援融通の受電、自家用発電設備からの電力調達な
ど、さまざまな追加供給力対策を実施するとともに、お客さまから節電に多大
のご協力をいただいたことにより、電力需要が増大する夏季、冬季を乗り切る
ことができました。

このような情勢のもと、当年度の連結収支の状況につきましては、収入面で
は、電気事業において、総販売電力量は減少したものの、燃料費調整制度に基
づく料金単価の調整などにより電灯電力料収入が増加したことに加え、情報通
信事業をはじめとするその他事業において、売上高が増加したことなどから、
売上高（営業収益）は２兆8,590億円となりました。これに営業外収益を加え
た経常収益合計は前年度を448億円上回り、２兆8,906億円となりました。一
方、支出面では、事業全般にわたり徹底した諸経費の節減に努めましたが、電
気事業において、原子力発電所の稼動率の低下により、火力燃料費や他社から
の購入電力料が大幅に増加したことなどから、経常費用合計は前年度にくらべ
て1,325億円増加し、３兆2,438億円となりました。この結果、経常損失は3,531
億円、当期純損失は2,434億円となりました。

こうした状況が続きますと、収支の安定化が極めて困難となり、財務体質が
大幅に悪化して最大の使命である電力の安全・安定供給に支障をきたしかねな
いことから、さらなる経営効率化を前提としたうえで、当社は昨年11月、経済
産業大臣に電気料金の値上げを申請し、本年４月に認可をいただきました。
これを受け、当社は本年5月から、ご家庭など規制分野のお客さまには平均
9.75％の値上げをさせていただき、また、自由化分野のお客さまにつきまして
は、本年４月からの値上げを、規制分野の認可内容を踏まえて、平均17.26％
とさせていただいております。

（添付書類）
事　　業　　報　　告

平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで

１．企業集団の現況に関する事項
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以上のとおり、収支状況は極めて厳しく、また、経営環境も依然として不透
明であることなどから、財務体質の健全性を確保するため、誠に申し訳ござい
ませんが、当年度の配当は無配といたしたいと存じます。株主のみなさまにお
かれましては、何卒ご理解を賜わりますようお願い申しあげます。

事業別の業績につきましては、次のとおりであります。

ａ．電気事業
当年度の総販売電力量は、節電のご協力をいただいたことや、企業の生産

活動が弱めに推移したことなどから、1,417億5千万キロワット時と前年度
にくらべて2.9％の減少となりました。その内訳を見ますと、「電灯」（主と
して住宅）および「電力」（小規模の店舗・工場など）につきましては、549
億5千万キロワット時と前年実績を2.2％下回りました。また、自由化の対
象である「特定規模需要」（事務所ビル、大規模の店舗・工場など）につき
ましても、868億キロワット時と前年実績を3.4％下回りました。

電気事業の売上高につきましては、総販売電力量は減少したものの、燃料
費調整制度に基づく料金単価の調整などにより電灯電力料収入が増加したこ
となどから、前年度にくらべて117億円増加し、２兆4,268億円となりまし
た。

一方、支出面において、原子力発電所の稼動率の低下により、火力燃料費
や他社からの購入電力料が大幅に増加したことなどから、営業損失は前年度
にくらべて926億円増加し、3,694億円となりました。

ｂ．情報通信事業
情報通信事業の売上高につきましては、株式会社ケイ・オプティコムを中

核会社として、積極的な販売活動によるお客さまの獲得を進めるなか、主力
のＦＴＴＨサービスの契約件数が当年度末で140万件と前年度末にくらべて
7.6％増加したことなどから、前年度にくらべて66億円増加し、1,551億円と
なりました。

この結果、営業利益は前年度にくらべて２億円増加し、242億円となりま
した。

ｃ．その他の事業
その他の事業の売上高につきましては、生活アメニティ分野において住宅

分譲戸数が増加したことに加え、総合エネルギー分野においてガス販売価格
が上昇したことなどから、前年度にくらべて291億円増加し、2,770億円とな
りました。
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この結果、営業利益は前年度にくらべて50億円増加し、304億円となりま
した。

⑵　対処すべき課題
当社グループを取り巻く経営環境は、大飯発電所３ 、４号機が再稼動したも

のの、このほかの原子力プラントの再稼動時期が依然見通せず、電力の需給、
事業の収支とも大変厳しい状況にあります。

こうした難局を乗り越えるため、平成25年度は、当社グループの総力を結集
して、電力の安全・安定供給の完遂とともに、安全性が確認された原子力プラ
ントの再稼動、収支改善に向けたさらなる徹底した経営効率化に取り組んでま
いります。加えて、閣議決定された電力システム改革の方針への的確な対応な
ど喫緊の課題の解決に最優先で取り組み、お客さまから選ばれる企業となるよ
う全力を尽くしてまいります。

具体的には、ＣＳＲを確固たる価値観として根幹に据え、「安全最優先の組
織風土の醸成と安定供給の完遂」、「徹底的な経営効率化と持続可能な経営に向
けた取組みの推進」、「お客さま・社会の新たなご期待に応えるための取組みの
推進」の３つを柱としたアクションプランを展開してまいります。

「安全最優先の組織風土の醸成と安定供給の完遂」につきましては、一人ひ
とりが安全を最優先とする行動を徹底することで、グループワイドでのゆるぎ
ない安全文化を構築してまいります。

また、原子力発電につきましては、新たな規制基準に確実に対応するなど、
早期再稼動に全力を尽くすとともに、さらなる安全性・信頼性向上に向けた取
組みを着実に推進することにより、世界最高水準の安全性を追求してまいりま
す。加えて、火力発電・水力発電の最大限の活用、電力流通設備の高経年化対
策の着実な実施、省エネルギー・ピーク電力抑制に資するエネルギーマネジメ
ント活動の推進などにより、電力の安全・安定供給の完遂に全力を尽くしてま
いります。

「徹底的な経営効率化と持続可能な経営に向けた取組みの推進」につきまし
ては、火力発電の高効率化等による資産効率の向上、新工法の採用等による修
繕費の抑制、競争発注比率の拡大等による資材調達の効率化、価格決定方式の
多様化等による燃料調達の効率化など、あらゆる分野において、収支の改善に
向けて徹底した経営効率化に取り組んでまいります。

また、グループ事業の外販拡大に向けた取組みの推進や当社ノウハウが活用
できる国際事業への参画など、グループ一体となった収益拡大にも取り組んで
まいります。

「お客さま・社会の新たなご期待に応えるための取組みの推進」につきまし
ては、広域系統運用の拡大、小売・発電の全面自由化、送配電部門の中立性の
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一層の確保を柱とする電力システム改革に対し、真にお客さまの利益につなが
る改革となるよう、詳細検討に協力してまいります。

また、お客さまの選択肢の拡大に資する新たなサービスの提供、最新鋭の火
力発電の開発、太陽光発電・風力発電の開発やスマートグリッド構築などによ
る再生可能エネルギーの普及・拡大を推進してまいります。

当社グループは、これらの諸施策を実行することにより、お客さまや社会の
みなさまの新たなニーズやご期待に誠実に対応し、「お客さまと社会のお役に
立つ」という変わらぬ使命を果たすとともに、株主のみなさまのご期待にお応
えできるよう努めてまいります。

株主のみなさまにおかれましては、引き続き、ご指導、ご鞭撻を賜わります
ようお願い申しあげます。

⑶　設備投資の状況

ａ．設備投資額
　電 気 事 業　　　　　 3,344億円
　情報通信事業　　　　　　 631億円
　その他の事業　　　　　　 437億円
　内部取引消去　　　　△　　60億円
　設備投資総額　　　　　 4,352億円

ｂ．主な設備の新増設工事等

発　　電　　設　　備

完
　 
成

新　設

〔水　力〕
大滝発電所　　　　　　　　　　　（10,500ｋW）

〔火　力〕
姫路第一発電所ガスタービン第１、２号機

（各32,700ｋW）

復　旧 〔火　力〕
海南発電所第２号機　　　　　　　（450,000ｋW）

継 

続 

中

設　備
更　新

〔火　力〕
姫路第二発電所第１号機〜第６号機

（各486,500ｋW）
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⑷　資金調達の状況

　⑸　財産および損益の状況の推移

ａ．社　債
発　　 行 　　額 償　　 還 　　額

1,500億円 1,362億円

ｂ．借入金
借　　 入 　　額 返　　 済 　　額

9,095億円 5,483億円

ｃ．コマーシャル・ペーパー
発　　 行 　　額 償　　 還 　　額

4,870億円 5,170億円

区　　　分 平成21年度
（第86期）

平成22年度
（第87期）

平成23年度
（第88期）

平成24年度
（当期）

売 上 高
（営 業 収 益） 26,065億円 27,697億円 28,114億円 28,590億円

経 常 利 益 1,931億円 2,379億円 △ 2,655億円 △ 3,531億円
当 期 純 利 益 1,271億円 1,231億円 △ 2,422億円 △ 2,434億円
１株当たり当期純利益 140.24円 137.66円 △ 271.12円 △ 272.43円
総 資 産 71,166億円 73,101億円 75,213億円 76,351億円
（注）１．平成21年度は、原子力発電所の稼動率の向上や燃料価格の低下の影

響により、火力燃料費や他社からの購入電力料が減少したことなどか
ら、経常費用が減少し、経常利益および当期純利益を計上いたしました。

２．平成22年度は、夏場の記録的な猛暑などによる販売電力量の増加に
伴い売上高は増加しましたものの、資産除去債務に関する会計基準の
適用に伴い特別損失を計上したことにより、当期純利益は減少いたし
ました。

３．平成23年度は、原子力発電所の稼動率の低下や燃料価格の上昇の影
響により、火力燃料費や他社からの購入電力料が増加したことなどか
ら、経常費用が増加し、経常損失および当期純損失を計上することと
なりました。

４．平成24年度は、原子力発電所の稼動率の低下により、火力燃料費や
他社からの購入電力料が増加したことなどから、経常費用が増加し、
経常損失および当期純損失を計上することとなりました。
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会　　社　　名 資 本 金 出資比率 主要な事業内容

株式会社ケイ・オプティコム 330.0億円 100.0％

電気通信事業（個人向イ
ンターネット接続サー
ビス、法人向通信サー
ビス）、有線一般放送事
業、電気通信設備の賃貸

株式会社関電エネルギーソリューション 152.0 100.0

ガス販売代行、ユ−ティ
リティ（電気・熱源）設
備の建設・保有を含めた
運転保全サービス

関 電 不 動 産 株 式 会 社 8.1 100.0 不動産の分譲､賃貸､管理

株式会社かんでんエンジニアリング 7.8 100.0 電力流通・電気・情報通
信設備の保全、工事

株式会社日本ネットワークサポート 4.1 80.5 配電資機材の製造、販売

関電プラント株式会社 3.0 100.0 火力・原子力プラントの
保全、工事

ＭＩＤ都市開発株式会社 1.0 99.5 ビル開発、住宅分譲、緑
化事業

ＭＩＤファシリティマネジメント株式会社 1.0 100.0
オフィスビル・商業施設・
病院等の施設管理、駐車
場運営管理

関電システムソリューションズ株式会社 0.9 100.0

情報システムの企画、設
計、構築、保守運用管理
および情報システムに関
するコンサルティング

株式会社環境総合テクノス 0.8 100.0
環境・土木・建築に関す
る調査、分析、コンサル
ティング、工事

株 式 会 社 関 電 Ｌ ＆ Ａ 0.3 100.0 リース、自動車整備、保
険代理店

⑹　重要な子会社および関連会社の状況
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会　　社　　名 資 本 金 出資比率 主要な事業内容

＊日 本 原 燃 株 式 会 社 4,000.0億円 16.6％
ウラン濃縮事業、再処理
事業、廃棄物管理事業、
廃棄物埋設事業

＊株 式 会 社 き ん で ん 264.1 38.9 電気・情報通信・環境関
連工事

＊株 式 会 社 エ ネ ゲ ー ト 4.9 49.0
電力量計の製造、販売、
修理、取替および電気制
御機器の製造、販売

＊サンロケ・パワー・コーポレーション 0.18
（億フィリピンペソ） 50.0 フィリピンにおける水力

発電事業
（注）１．株式会社ケイ・オプティコムは、平成24年10月１日付をもって株式会

社ケイ・キャットと合併いたしました。
２．＊印は持分法適用の関連会社であり､ 他はすべて子会社であります。
３．出資比率には、間接所有分を含んでおります。

⒜　事業所
本店（大阪府大阪市）、原子力事業本部（福井県三方郡美浜町）、大阪北
支店（大阪府大阪市）、大阪南支店（大阪府大阪市）、京都支店（京都府
京都市）、神戸支店（兵庫県神戸市）、奈良支店（奈良県奈良市）、滋賀
支店（滋賀県大津市）、和歌山支店（和歌山県和歌山市）、姫路支店（兵
庫県姫路市）、東京支社（東京都千代田区）、東海支社（愛知県名古屋市）、
北陸支社（富山県富山市）、火力センター（大阪府大阪市）

⑺　主要な事業内容
　当社グループは、「電気事業」を中核として、当社グループの保有する通信
設備や技術・ノウハウを多面的に活用し、総合的な情報通信サービスを提供す
る「情報通信事業」のほか、お客さまに最適なエネルギー・ソリューションを
提供する「総合エネルギー」、お客さまの安全・安心、快適・便利なくらしを
サポートする生活関連サービスおよび先進的な省ＣＯ2のマンションやビルの開
発をはじめとする不動産関連サービスを提供する「生活アメニティ」の各分野
で、重点的に事業展開しております。

⑻　主要な事業所等
ａ．当社の主要な事業所および発電所
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（注）使用人数は就業人員であり、休職者等を除いております。

⒝　発電所
水力発電所（出力100,000ｋW以上）

喜撰山（京都府）、奥吉野（奈良県）、大河内、奥多々良木（以上兵庫県）、
木曽、読書（以上長野県）、丸山、下小鳥（以上岐阜県）、新黒部川第三、
音沢、黒部川第四（以上富山県）

火力発電所（出力1,000,000ｋW以上）
堺港、南港、多奈川第二（以上大阪府）、舞鶴（京都府）、海南、御坊（以
上和歌山県）、姫路第一、姫路第二、相生、赤穂（以上兵庫県）

原子力発電所
美浜、高浜、大飯（以上福井県）

太陽光発電所
堺太陽光（大阪府）

ｂ．重要な子会社の本店所在地
⒜　株式会社ケイ・オプティコム（大阪府大阪市）
⒝　株式会社関電エネルギーソリューション（大阪府大阪市）
⒞　関電不動産株式会社（大阪府大阪市）
⒟　株式会社かんでんエンジニアリング（大阪府大阪市）
⒠　株式会社日本ネットワークサポート（大阪府大阪市）
⒡　関電プラント株式会社（大阪府大阪市）
⒢　ＭＩＤ都市開発株式会社（大阪府大阪市）
⒣　ＭＩＤファシリティマネジメント株式会社（大阪府大阪市）
⒤　関電システムソリューションズ株式会社（大阪府大阪市）
⒥　株式会社環境総合テクノス（大阪府大阪市）
⒦　株式会社関電Ｌ＆Ａ（大阪府大阪市）

⑼　使用人の状況

区　　　分 使用人数 前年度末比増減

電 気 事 業 20,714名 230名

情報通信事業 3,082 126

その他の事業 9,741 220

合　　　計 33,537 576
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株 主 名
当社への出資状況

持　株　数 出資比率

大 阪 市 83,748千株 9.37％

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 42,909 4.80

神 戸 市 27,351 3.06

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 26,453 2.96

関 西 電 力 持 株 会 21,731 2.43

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 18,232 2.04

高 知 信 用 金 庫 16,480 1.84

ＳＳＢＴ ＯＤ05 ＯＭＮＩＢＵＳ ＡＣＣＯＵＮＴ-ＴＲＥＡＴＹ ＣＬＩＥＮＴＳ 16,155 1.81

株式会社みずほコーポレート銀行 12,978 1.45

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 11,128 1.24

⑽　主要な借入先

（注）出資比率は、自己株式（44,886,799株）を控除して計算しております。

₂．会社の株式に関する事項
⑴　発行可能株式総数　　　　　　17億8,405万9,697株
⑵　発行済株式の総数　　　　　　 9億3,873万3,028株
⑶　株主数　　　　　　　　　　　　　　 38万4,083名
⑷　大株主

借　　入　　先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 5,206億円

株式会社みずほコーポレート銀行 2,707

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,360

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 2,185

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,537

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 2,187
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₃．会社役員に関する事項

⑴　取締役および監査役の氏名等

地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況

＊取 締 役 会 長 森 　 詳 介

全日本空輸株式会社
社外取締役
阪急阪神ホールディ
ングス株式会社社外
取締役
株式会社ロイヤルホ
テル社外取締役
公益社団法人関西経
済連合会会長

＊取 締 役 社 長 八 木 　 誠 電気事業連合会会長

＊取締役副社長 井 狩 雅 文
人材活性化室担当、
立地室担当、経営監
査室担当、業務全般

株式会社かんでんエ
ルハート取締役社長
株式会社きんでん社
外監査役
社会福祉法人かんで
ん福祉事業団理事長

＊取締役副社長 生 駒 昌 夫
電力流通事業本部
グループ経営推進本
部長
国際室担当､業務全般

東洋テック株式会社
社外取締役

＊取締役副社長 豊 松 秀 己 原子力事業本部長 株式会社きんでん社
外監査役

＊取締役副社長 香 川 次 朗
総合企画本部（地域
エネルギー部門）
お客さま本部長

＊取締役副社長 岩 根 茂 樹
総合企画本部長
原子燃料サイクル室
担当（サイクル事業）

常 務 取 締 役 廣 江 　 譲 経理室担当、総務室
担当、購買室担当

常 務 取 締 役 橋 本 徳 昭 研究開発室担当、土
木建築室担当
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地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況

常 務 取 締 役 迎 　 陽 一 燃料室担当

常 務 取 締 役 土 井 義 宏
電力流通事業本部
長、経営改革・ＩＴ
本部長
行為規制担当

常 務 取 締 役 白 井 良 平
原子力事業本部長代
理
原子燃料サイクル室
担当（原燃契約）

常 務 取 締 役 岩 谷 全 啓 火力事業本部長
環境室担当

常 務 取 締 役 八 嶋 康 博 広報室担当、秘書室
担当

取 締 役 川 邊 辰 也 公益社団法人関西経
済連合会専務理事

取 締 役 井 上 礼 之

ダイキン工業株式会
社取締役会長兼ＣＥＯ
阪急阪神ホールディン
グス株式会社社外取
締役
公益社団法人関西経
済連合会副会長

取 締 役 辻 井 昭 雄

近畿日本鉄道株式会
社相談役
日野自動車株式会社
社外監査役
株式会社近鉄エクス
プレス社外取締役

取 締 役 玉 越 良 介

株 式 会 社 三 菱 東 京
ＵＦＪ銀行特別顧問
テンプホールディン
グス株式会社社外監
査役
Ｍoｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ 取
締役

常 任 監 査 役 神 野 　 榮 （常勤） 日立造船株式会社社
外監査役
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（注）１．＊印は代表取締役であります。
２．取締役井上礼之、取締役辻井昭雄および取締役玉越良介の各氏は、

社外取締役であります。
３．監査役土肥孝治、監査役森下洋一、監査役吉村元志および監査役

槇村久子の各氏は、社外監査役であります。
４．当社は、社外取締役および社外監査役全員を、当社が上場する各金

融商品取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
5．常任監査役田村康生氏は、当社経理室マネジャーおよび執行役員経

理室長を歴任するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有
するものであります。

６．取締役会長森　詳介氏が社外取締役に就任している全日本空輸株式
会社は、平成25年４月１日付をもってＡＮＡホールディングス株式会
社に社名を変更し、ＡＮＡグループの持株会社に移行しております。

７．監査役槇村久子氏は、平成25年３月31日付をもって京都女子大学教
授および同大学院教授を退任し、同年４月１日付をもって同大学宗
教・文化研究所客員研究員に就任しております。

８．社外取締役および社外監査役の重要な兼職先と当社との間には特別
な関係はありません。

地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況

常 任 監 査 役 田 村 康 生 （常勤）

常 任 監 査 役 泉 　 正 博 （常勤）

監 査 役 土 肥 孝 治

弁護士
積水ハウス株式会社
社外監査役
阪急阪神ホールディ
ングス株式会社社外
監査役
阪急電鉄株式会社社
外監査役
カワセコンピュータ
サプライ株式会社社
外監査役

監 査 役 森 下 洋 一
パナソニック株式会
社特別顧問
トヨタ自動車株式会
社社外監査役

監 査 役 吉 村 元 志

監 査 役 槇 村 久 子 京都女子大学教授、
同大学院教授
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⑵　取締役および監査役の報酬等の額

（注）１．上記には第88回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役１
名に対する報酬額を含めております。

２．当事業年度に係る取締役賞与につきましては、支給しないこととい
たしました。

取 締 役 19名　700 百万円（うち社外取締役　３名　23百万円）

監 査 役  7名　137 百万円（うち社外監査役　４名　31百万円）

３．株主総会の決議による役員報酬額は次のとおりであります。
取締役　月額　75百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は
　　　　　　　　　　　　　　含まない。）
監査役　月額　18百万円以内

⑶　当事業年度における社外役員の主な活動状況

区 分 氏 名 当事業年度における主な活動状況

社外取締役 井 上 礼 之
当事業年度に開催した取締役会14回のうち10回
に出席し、主に企業経営者としての見地から発
言を行っております。

社外取締役 辻 井 昭 雄
当事業年度に開催した取締役会14回のすべてに
出席し、主に企業経営者としての見地から発言
を行っております。

社外取締役 玉 越 良 介
当事業年度に開催した取締役会14回のうち13回
に出席し、主に金融機関の経営者としての見地
から発言を行っております。

社外監査役 土 肥 孝 治
当事業年度に開催した取締役会14回のうち13
回、また監査役会13回のうち12回に出席し、主
に弁護士としての専門的見地から発言を行って
おります。

社外監査役 森 下 洋 一
当事業年度に開催した取締役会14回のうち８
回、また監査役会13回のうち７回に出席し、主
に企業経営者としての見地から発言を行ってお
ります。

社外監査役 吉 村 元 志
当事業年度に開催した取締役会14回および監査
役会13回のすべてに出席し、地方行政経験者お
よび企業経営者としての幅広い見地から発言を
行っております。

社外監査役 槇 村 久 子
当事業年度に開催した取締役会14回のうち13
回、また監査役会13回のうち12回に出席し、学
識経験者としての幅広い見地から発言を行って
おります。
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₄．会計監査人の状況

⑴　会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ

⑵　当事業年度に係る会計監査人に対する報酬等の額
ａ．当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額　　　　　　 112百万円
ｂ．当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

222百万円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査

と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、
実質的にも区分できないため、ａの金額にはこれらの合計額を記載し
ております。

２．当社の重要な子会社である、株式会社ケイ・オプティコム、株式会
社関電エネルギーソリューション、関電不動産株式会社および株式会
社かんでんエンジニアリングの計算関係書類の監査は、監査法人浩陽
会計社が行っております。

⑶　非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務

（非監査業務）である「国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）適用に関する助言・指
導業務」、「送配電部門収支計算書に係る超過利潤等管理表に対する合意された
手続き業務」および「グループ会計方針統一に関するコンサルタント業務」を
委託し対価を支払っております。

　当社は、事業運営の透明性・健全性を確保しつつ、持続的な企業価値の向上を
実現するため、次のとおり、業務の適正を確保するための体制を定め、これを実
効性の高いものとするべく、継続的な改善に努めるものとする。

⑷　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
ａ．当社は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、会

計監査人の解任が相当であり、かつ緊急性を有すると判断した場合には、会
計監査人を解任することといたします。

ｂ．当社は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、ま
たは会計監査人としての信頼を損なう事情があることその他の事由により、
会計監査人の解任または不再任を相当と判断した場合には、会計監査人の解
任または不再任を目的とする議案を株主総会に提出することといたします。

₅．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制その他業務の適正を確保するための体制
　当社は上記の体制に関し、取締役会において次のとおり決議しております。
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⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　取締役は、取締役会などの会議体における議事録および業務決定文書等の職
務の執行に係る情報について、法令および社内規程に基づき、適正に作成し、
保存、管理する。

⑸　使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　取締役は、「関西電力グループ経営ビジョン」および「関西電力グループＣ
ＳＲ行動憲章」等の経営の基本的方向性や行動の規範について、ＣＳＲおよび
コンプライアンスに係る委員会等の活動を通じて、浸透、定着させ、遵守を求

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　事業活動に伴うリスクについては、社内規程に基づき、職務執行箇所が自律
的に管理することを基本とし、組織横断的かつ重要なリスクについては、必要
に応じてリスクの分野ごとに専門性を備えたリスク管理箇所を定め、職務執行
箇所に対して、助言・指導を行う。
　さらに、リスクを統括的に管理する委員会において、当社グループの事業活
動に伴うリスクを適切なレベルに管理するよう努める。
　内部監査組織は、リスクの管理体制およびリスクの管理状況について、定期
的に監査を行う。
⑷　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役の職務の執行については、社内規程において、職務権限と責任の所在
および指揮命令系統を定めることにより、迅速かつ効率的な執行体制を確保する。
　また、取締役会が決定した方針に基づく重要な職務の執行に関する事項につ
いて、役付取締役により構成する常務会において、原則として毎週審議する。

⑴　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　当社は、株主総会から経営の負託を受けた取締役会のもとに、常務会および
各種委員会を置き、職務の執行を適正に行うとともに、監査役、監査役会およ
び会計監査人を置き、職務の執行が適法・適正かつ妥当であることを、それぞ
れの立場から確認する体制をコーポレート・ガバナンスの基本とする。
　取締役は、「関西電力グループ経営ビジョン」および「関西電力グループＣ
ＳＲ行動憲章」等に定めた経営の基本的方向性や行動の規範に従って、自らの
職務の執行を律し、率先してこれを実践する。
　取締役会は、経営上の重要な事項について審議・決定するとともに、定期的
に取締役の職務の執行状況等に関する報告を受け、取締役を監督する。
　監査役は、取締役会などの重要な会議体に出席し、取締役から経営上の重要
事項に関する説明を聴取するとともに、主要な事業所の業務および財産の状況
を調査するなど、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を
行う。
　また、会計監査人は、会社から独立した立場で、計算書類等の適法かつ適正
な作成の観点から会計監査を行う。
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めることにより、使用人の職務の執行の法令等への適合を確保する。
　また、使用人等から、コンプライアンス上疑義のある行為等について申し出
を受け付けるコンプライアンス相談制度を整備し、その運用に当たっては、相
談者の秘密保護や不利益取扱いの排除等に留意する。
　内部監査組織は、法令等の遵守状況、その他使用人の職務の執行に係る適正
性・有効性等の監査を定期的に行うとともに、社外の有識者の参加も得た委員
会において､ 公正かつ適正な立場から内部統制の有効性について審議､ 評価する｡
⑹　当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　取締役は、子会社に対して、「関西電力グループ経営ビジョン」や「関西電
力グループＣＳＲ行動憲章」等の経営の基本的方向性や行動の規範について、
浸透を図るとともに、子会社管理に係る社内規程に基づき、子会社における自
律的な管理体制の整備を支援、指導することにより、企業集団の業務の適正を
確保する。
　また、子会社における重要な意思決定については、事前に関与するとともに、
経営状況の定期的な把握を行うことにより、グループ全体の企業価値の毀損を
未然に防止するよう努める。
　内部監査組織は、子会社を含む当社グループの業務執行について、定期的に
監査を行う。
⑺　監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

　取締役は、監査役の求めに応じて、監査役および監査役会の職務を補佐する
ために、監査実務、監査役会の運営等を担当する専任組織を設置し、必要な人
員を配置する。

⑽　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　取締役および使用人は、社内規程に基づき、監査役による監査業務に協力す
るとともに、監査役の求める諸資料、情報について、遅滞なく提供することに
より、監査の実効性を確保する。

⑻　監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
　監査役および監査役会の職務を補佐する専任組織は、監査役直轄とし、取締
役の指揮命令を受けず、当社グループの職務の執行に係るいかなる職位の兼務
も行わない。また、当該組織の使用人の配置、異動、評価に当たっては、監査
役の意向を尊重する。
⑼　取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告
に関する体制
　取締役および使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実がある
ことを発見したときは、直ちに監査役に報告するとともに、社内規程に基づき、
経営、業績に係る重要事項、社内外への開示事項、重要な法令違反等の事実等
について、監査役に報告する。
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連 結 貸 借 対 照 表
平成25年３月31日現在

資 産 の 部 負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
　 百万円 　 百万円

固 定 資 産 6,927,635 固 定 負 債 5,258,967
電 気 事 業 固 定 資 産 3,522,795 社 債 1,421,525

水 力 発 電 設 備 313,583 長 期 借 入 金 2,203,851
汽 力 発 電 設 備 425,681 退 職 給 付 引 当 金 370,360
原 子 力 発 電 設 備 379,859 使用済燃料再処理等引当金 638,521
送 電 設 備 1,001,226 使用済燃料再処理等準備引当金 45,608
変 電 設 備 411,440 資 産 除 去 債 務 452,200
配 電 設 備 845,045 繰 延 税 金 負 債 297
業 務 設 備 116,441 そ の 他 の 固 定 負 債 126,602
その他の電気事業固定資産 29,518 流 動 負 債 1,087,961
そ の 他 の 固 定 資 産 637,427 １年以内に期限到来の固定負債 440,995
固 定 資 産 仮 勘 定 501,907 短 期 借 入 金 139,027

建設仮勘定及び除却仮勘定 501,907 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 180,358
核 燃 料 536,691 未 払 税 金 43,958

装 荷 核 燃 料 86,273 そ の 他 の 流 動 負 債 283,620
加 工 中 等 核 燃 料 450,418 引 当 金 10,114
投 資 そ の 他 の 資 産 1,728,812 渇 水 準 備 引 当 金 10,114

長 期 投 資 262,585 負 債 合 計 6,357,043
使用済燃料再処理等積立金 593,530 　  
繰 延 税 金 資 産 506,439 株 主 資 本 1,214,004
そ の 他 の 投 資 等 368,563 資 本 金 489,320
貸 倒 引 当 金 （貸 方） △　 2,306 資 本 剰 余 金 66,634

流 動 資 産 707,514 利 益 剰 余 金 754,319
現 金 及 び 預 金 156,465 自 己 株 式 △　 96,270
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 187,290 その他の包括利益累計額 42,753
た な 卸 資 産 159,988 その他有価証券評価差額金 43,411
繰 延 税 金 資 産 44,943 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 4,611
そ の 他 の 流 動 資 産 160,631 為 替 換 算 調 整 勘 定 △　 5,269
貸 倒 引 当 金 （貸 方） △　 1,803 少 数 株 主 持 分 21,349

　   純 資 産 合 計 1,278,106
合 計 7,635,150 合 計 7,635,150
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平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで

連 結 損 益 計 算 書

費 用 の 部 収 益 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
百万円 百万円

営 業 費 用 3,173,066 営 業 収 益 2,859,054
電 気 事 業 営 業 費 用 2,795,044 電 気 事 業 営 業 収 益 2,426,863
そ の 他 事 業 営 業 費 用 378,022 そ の 他 事 業 営 業 収 益 432,190
営 業 損 失 (314,012)

営 業 外 費 用 70,733 営 業 外 収 益 31,555
支 払 利 息 55,102 受 取 配 当 金 3,618
そ の 他 の 営 業 外 費 用 15,630 受 取 利 息 10,025

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 8,114
そ の 他 の 営 業 外 収 益 9,796

当 期 経 常 費 用 合 計 3,243,800 当 期 経 常 収 益 合 計 2,890,609
当 期 経 常 損 失 353,190
渇水準備金引当又は取崩し △　 4,489

渇水準備引当金取崩し（貸方） △　 4,489

税金等調整前当期純損失 348,700

法 人 税 等 △　 105,524
法 人 税 等 18,528
法 人 税 等 調 整 額 △  124,052

少数株主損益調整前当期純損失 243,176
少 数 株 主 利 益 246

当 期 純 損 失 243,422
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平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで

連結株主資本等変動計算書

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高(百万円) 489,320 66,634 1,024,581 △ 96,256 1,484,280

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 26,816 △ 26,816

当 期 純 損 失 △ 243,422 △ 243,422

連結子会社の決算期変更に伴う変動 △ 18 △ 18

自 己 株 式 の 取 得 △ 22 △ 22

自 己 株 式 の 処 分 △ 4 7 3

利益剰余金から資本剰余金への振替 4 △ 4 ―

株主資本以外の項目の当連結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計(百万円) ― ― △ 270,261 △ 14 △ 270,276

当連結会計年度末残高(百万円) 489,320 66,634 754,319 △ 96,270 1,214,004

その他の包括利益累計額 少 数 株 主

持 　 　 分

純 資 産

合 　 　 計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損 　 　 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利
益累計額合計

当連結会計年度期首残高(百万円) 26,669 4,930 △ 6,035 25,564 19,998 1,529,843

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 26,816

当 期 純 損 失 △ 243,422

連結子会社の決算期変更に伴う変動 △ 18

自 己 株 式 の 取 得 △ 22

自 己 株 式 の 処 分 3

利益剰余金から資本剰余金への振替 ―

株主資本以外の項目の当連結会計年度変動額(純額) 16,741 △ 319 766 17,188 1,351 18,539

当連結会計年度変動額合計(百万円) 16,741 △ 319 766 17,188 1,351 △ 251,736

当連結会計年度末残高(百万円) 43,411 4,611 △ 5,269 42,753 21,349 1,278,106
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平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで

連 結 注 記 表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
⑴　連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　　　　　　全子会社 57社
主要な連結子会社の名称　　㈱ケイ ･ オプティコム、㈱関電エネルギーソリューション、

関電不動産㈱、㈱かんでんエンジニアリング、㈱日本ネット
ワークサポート、関電プラント㈱、ＭＩＤ都市開発㈱、ＭＩ
Ｄファシリティマネジメント㈱、関電システムソリューショ
ンズ㈱、㈱環境総合テクノス、㈱関電Ｌ＆Ａ

当連結会計年度中において、㈱ケイ ･ キャットは㈱ケイ ･ オプティコムと合併したため、
連結の範囲から除外している。

この他、当連結会計年度中の新規設立により１社を連結の範囲に含め、清算結了により１
社を連結の範囲から除外している。
⑵　持分法の適用に関する事項

ａ．持分法を適用した関連会社
関連会社の数　　　　　　４社
会社の名称　　　　　　　日本原燃㈱、㈱きんでん、㈱エネゲート、サンロケ・パワー・

コーポレーション
ｂ．持分法を適用しない関連会社

主要な会社等の名称　　　日本原子力発電㈱
　持分法を適用しない関連会社は、それぞれ連結純損益および連結利益剰余金等に及ぼす
影響が軽微であり、かつ、全体としてもその影響に重要性が乏しい。

⑶　会計処理基準に関する事項
ａ．重要な資産の評価基準および評価方法

⒜　有価証券
満期保有目的債券　　　償却原価法
その他有価証券　　　　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法に
より算定している｡）

時価のないもの
　主として移動平均法による原価法

⒝　たな卸資産　　　　　　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の
低下に基づく簿価切下げの方法により算定している。）

ｂ．重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産は主として定率法、無形固定資産は定額法によっている。

（会計方針の変更）
　法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以降に取得した有形
固定資産については、改正後の法人税法に規定する償却方法により、減価償却を実施し
ている。
　これによる営業損失、当期経常損失および税金等調整前当期純損失への影響は軽微で
ある。
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ｃ．重要な引当金の計上基準
⒜　退職給付引当金

　退職給付に充てるため、将来の退職給付見込額を基礎とした現価方式による額（一部
の連結子会社は現価方式による額から年金資産の評価額を控除した額）を計上している。
　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主とし
て３年）による定額法により費用処理している。
　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（主として３年）による定額法（一部の連結子会社は定率法）により按
分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度（一部の連結子会社は発生の当連結会計年度）
から費用処理することとしている。

⒝　使用済燃料再処理等引当金
　再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充
てるため、再処理等の実施に要する費用の見積額を原子力発電所の運転に伴い発生する
当該使用済燃料の量に応じて現価方式（割引率1.6％）により計上している。
　なお、平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異（「電気事業会計規則の一
部を改正する省令」（平成17年経済産業省令第92号）附則第２条に定める金額）312,810
百万円については、平成17年度から15年間にわたり計上することとしており、当連結会
計年度末における未認識の引当金計上基準変更に伴う差異は145,167百万円である。
　また、電気事業会計規則取扱要領第81の規定により、翌連結会計年度に適用される割
引率等の諸元を用いて計算した当連結会計年度末の見積差異12,400百万円については、
翌連結会計年度から再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の発生期間にわた
り計上することとしている。

⒞　使用済燃料再処理等準備引当金
　再処理等を行う具体的な計画を有しない使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に
充てるため、再処理等の実施に要する費用の見積額を原子力発電所の運転に伴い発生す
る当該使用済燃料の量に応じて現価方式（割引率４％）により計上している。

ｄ．その他連結計算書類の作成のための重要な事項
⒜　特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用化の方法

　「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成
20年３月31日）を適用し、原子力発電設備のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る
資産除去債務相当資産については、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」（平成元
年通商産業省令第30号）により原子力発電実績に応じて費用化している。
　なお、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務は、原子力発電施設解体費
の総見積額を基準として計上している。

⒝　消費税等の会計処理
　消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

₂．連結貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産および担保に係る債務

ａ．当社の財産は、社債および㈱日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している｡
社　債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,641,220百万円
㈱日本政策投資銀行からの借入金　　　　　　　　　　　 371,959百万円

ｂ．連結子会社において担保に供している資産
土地および建物等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,230百万円
上記資産を担保としている債務

借　入　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,340百万円
買　掛　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,353百万円
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⑵　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　10,900,181百万円
⑶　たな卸資産の内訳科目および金額

商品及び製品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,213百万円
仕掛品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,840百万円
原材料及び貯蔵品　　　　　　　　　　　　　　　　　　 102,916百万円
販売用不動産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,017百万円

⑷　保証債務
社債に対する保証債務

日本原燃㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,296百万円

借入金等に対する保証債務
日本原燃㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 175,348百万円
日本原子力発電㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41,652百万円
セノコ・エナジー・プライベート・リミテッド　　　　　　12,894百万円
ブルーウォーターズ・パワー・プロプライアットリー・リミテッド　　　 3,010百万円
ロジャナ・パワー・カンパニー・リミテッド　　　　　　　　 639百万円
原燃輸送㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15百万円
提携住宅ローン利用顧客　　　　　　　　　　　　　　　　 5,220百万円
そ　の　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2百万円

スワップ契約に対する保証債務
セノコ・エナジー・プライベート・リミテッド　　　　　　 1,723百万円

⑸　会社法以外の法令の規定による引当金
渇水準備引当金

電気事業法第36条の規定により計上している。
₃．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度の末日における発行済株式の総数　　　　　 938,733,028株
⑵　配当に関する事項

配当金支払額
平成24年６月27日の定時株主総会において、次のとおり決議している。

配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,816百万円
１株当たり配当額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30円
基　準　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年３月31日
効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年６月28日

₄．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、電気事業等を行うための設備投資や債務償還などに必要な資金を可能な
限り自己資金にて賄い、不足する資金については主に社債や借入金によって資金調達を行
い、短期的な運転資金をコマーシャル・ペーパー等により調達している。
　資金調達にあたっては、円貨建て及び固定金利のものを主としているが、一部については
外貨建てもしくは変動金利のものを調達し、償還年限については、金融環境などを総合的に
勘案し決定している。
　また、有価証券及び投資有価証券については、主に電気事業の運営上必要なものを保有し
ており、使用済燃料再処理等積立金については、｢原子力発電における使用済燃料の再処理
等のための積立金の積立て及び管理に関する法律｣ 等の法令に従い、使用済燃料の再処理等
に係る費用の積立て・取戻しを行っている。
　デリバティブ取引については、リスクを回避するために利用しており、投機目的の取引は
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行っていない。
　受取手形及び売掛金の大部分を占める電気料金債権は、毎月検針後、20日以内にほとんど
が回収される。
　有価証券及び投資有価証券は、主に電気事業の運営上必要な株式であり、事業運営上の必
要性の観点に加え、時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況を定期的に見直ししてい
る。
　支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日である。また、その一部には、燃料
等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、原則として先物為替予約を利用して為替変動リスク
をヘッジしている。
　借入金のうち、変動金利の長期借入金の一部については、金利の変動リスクをヘッジする
ために、金利スワップ取引を利用している。
⑵　金融商品の時価等に関する事項

　平成25年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、
次のとおりである。

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項
ａ．有価証券及び投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は
取引金融機関から提示された価格によっている。

ｂ．使用済燃料再処理等積立金
　これは、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じる使用済燃料の再処理等を適正に
実施するために「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及
び管理に関する法律」に基づき拠出した金銭である。
　この取戻しにあたっては、経済産業大臣が承認した使用済燃料再処理等積立金の取戻
しに関する計画に従う必要があり、この帳簿価額は、当連結会計年度末現在における当
該計画の将来取戻し予定額の現価相当額に基づいていることから、時価は当該帳簿価額

（＊１）連結貸借対照表上「長期投資」および「その他の流動資産」に計上している。
（＊２）連結貸借対照表上「１年以内に期限到来の固定負債」に計上しているものを含めている。
（＊３）連結貸借対照表上「その他の固定負債」および「その他の流動負債」に計上している関連

会社からの借入金を含めている。
（＊４）連結貸借対照表上「その他の流動負債」に計上している関連会社からの借入金を含めている。
（＊5）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で表示している。

連結貸借対照表
計上額 時 価 差 額

資　産
ａ．有価証券及び投資有価証券（＊１）
ｂ．使用済燃料再処理等積立金
ｃ．現金及び預金
ｄ．受取手形及び売掛金

96,089
593,530
156,465
187,290

96,321
593,530
156,465
187,290

231
−
−
−

負　債
ｅ．社　債（＊２）
ｆ．長期借入金（＊２､３）
ｇ．短期借入金（＊４）
ｈ．支払手形及び買掛金
ｉ．未払税金

1,641,220
2,423,020

146,008
180,358
43,958

1,683,018
2,481,172

146,008
180,358
43,958

41,798
58,152

−
−
−

ｊ．デリバティブ取引（＊5） 6,196 6,196 −

（単位：百万円）
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によっている。
ｃ．現金及び預金、並びにｄ．受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿
価額によっている。

ｅ．社　債
当社の発行する社債の時価は、市場価格によっている。

ｆ．長期借入金
　長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社
グループの信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似し
ていると考えられるため、当該帳簿価額によっている。固定金利によるものは、一定の
期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額を同様の借入において想定される
利率で割り引いて現在価値を算定している。
　なお、金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金（下記「ｊ．デリバティブ
取引」参照）については、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を
同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定している。

ｇ．短期借入金、ｈ．支払手形及び買掛金、並びにｉ．未払税金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿
価額によっている。

ｊ．デリバティブ取引
　取引先金融機関から提示された価格によっている。なお、金利スワップの特例処理に
よるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、そ
の時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。（上記「ｆ．長期借入金」参照）

（注２）非上場株式（連結貸借対照表計上額73,998百万円）、出資証券等（連結貸借対照表
計上額3,252百万円）は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積るこ
とができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「ａ．有価証券及び
投資有価証券」には含めていない。

₅．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,406円53銭
⑵　１株当たり当期純損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 272円43銭
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貸 借 対 照 表
平成25年３月31日現在

資 産 の 部 負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
　 百万円 　 百万円

固 定 資 産 6,316,279 固 定 負 債 4,856,171
電 気 事 業 固 定 資 産 3,613,989 社 債 1,422,625

水 力 発 電 設 備 317,843 長 期 借 入 金 1,858,081
汽 力 発 電 設 備 427,494 長 期 未 払 債 務 18,175
原 子 力 発 電 設 備 383,531 リ ー ス 債 務 837
内 燃 力 発 電 設 備 9,157 関 係 会 社 長 期 債 務 12,490
新エネルギー等発電設備 1,846 退 職 給 付 引 当 金 353,239
送 電 設 備 1,018,443 使用済燃料再処理等引当金 638,521
変 電 設 備 418,374 使用済燃料再処理等準備引当金 45,608
配 電 設 備 901,644 資 産 除 去 債 務 449,344
業 務 設 備 117,111 雑 固 定 負 債 57,248
貸 付 設 備 18,542 流 動 負 債 996,379
附 帯 事 業 固 定 資 産 15,707 １年以内に期限到来の固定負債 366,775
事 業 外 固 定 資 産 7,764 短 期 借 入 金 130,000
固 定 資 産 仮 勘 定 480,672 買 掛 金 138,612

建 設 仮 勘 定 480,107 未 払 金 35,839
除 却 仮 勘 定 565 未 払 費 用 104,507
核 燃 料 536,691 未 払 税 金 29,333

装 荷 核 燃 料 86,273 預 り 金 15,325
加 工 中 等 核 燃 料 450,418 関 係 会 社 短 期 債 務 130,084
投 資 そ の 他 の 資 産 1,661,453 諸 前 受 金 16,425

長 期 投 資 176,497 雑 流 動 負 債 29,476
関 係 会 社 長 期 投 資 429,383 引 当 金 10,114
使用済燃料再処理等積立金 593,530 渇 水 準 備 引 当 金 10,114
長 期 前 払 費 用 18,385 負 債 合 計 5,862,666
繰 延 税 金 資 産 444,219
貸 倒 引 当 金 （貸 方） △  562 株 主 資 本 859,386

流 動 資 産 441,382 資 本 金 489,320
現 金 及 び 預 金 121,978 資 本 剰 余 金 67,031
売 掛 金 132,561 資 本 準 備 金 67,031
諸 未 収 入 金 27,285 利 益 剰 余 金 399,173
貯 蔵 品 94,502 利 益 準 備 金 122,330
前 払 費 用 1,177 そ の 他 利 益 剰 余 金 276,843
関 係 会 社 短 期 債 権 4,342 海外投資等損失準備金 2,356
繰 延 税 金 資 産 38,173 別 途 積 立 金 420,000
雑 流 動 資 産 22,792 繰 越 利 益 剰 余 金 △ 145,513
貸 倒 引 当 金 （貸 方） △  1,431 自 己 株 式 △　 96,139

評 価 ・ 換 算 差 額 等 35,608
その他有価証券評価差額金 30,997
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 4,611

純 資 産 合 計 894,995

合 計 6,757,662 合 計 6,757,662
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損 益 計 算 書
平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで

費 用 の 部 収 益 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
　 百万円 　 百万円

営 業 費 用 2,884,102 営 業 収 益 2,520,713
電 気 事 業 営 業 費 用 2,808,920 電 気 事 業 営 業 収 益 2,439,435

水 力 発 電 費 59,541 電 灯 料 1,010,697
汽 力 発 電 費 1,076,236 電 力 料 1,343,556
原 子 力 発 電 費 270,775 地 帯 間 販 売 電 力 料 13,050
内 燃 力 発 電 費 5,538 他 社 販 売 電 力 料 10,097
新エネルギー等発電費 391 託 送 収 益 18,151
地 帯 間 購 入 電 力 料 140,219 事 業 者 間 精 算 収 益 774
他 社 購 入 電 力 料 427,703 再 エ ネ 特 措 法 交 付 金 11,461
送 電 費 159,847 電 気 事 業 雑 収 益 30,239
変 電 費 83,611 貸 付 設 備 収 益 1,405
配 電 費 211,760
販 売 費 98,773
貸 付 設 備 費 745
一 般 管 理 費 175,079
再 エ ネ 特 措 法 納 付 金 19,240
電 源 開 発 促 進 税 54,810
事 業 税 24,935
電力費振替勘定（貸方） △  290
附 帯 事 業 営 業 費 用 75,181 附 帯 事 業 営 業 収 益 81,278

蒸気供給事業営業費用 3,392 蒸気供給事業営業収益 3,724
ガス供給事業営業費用 66,100 ガス供給事業営業収益 68,859
燃料販売事業営業費用 1,336 燃料販売事業営業収益 1,402
その他附帯事業営業費用 4,352 その他附帯事業営業収益 7,291
営 業 損 失 （363,388）

営 業 外 費 用 55,234 営 業 外 収 益 26,060
財 務 費 用 50,254 財 務 収 益 19,339

支 払 利 息 49,949 受 取 配 当 金 7,738
社 債 発 行 費 305 受 取 利 息 11,601
事 業 外 費 用 4,979 事 業 外 収 益 6,720

固 定 資 産 売 却 損 100 固 定 資 産 売 却 益 332
雑 損 失 4,878 雑 収 益 6,387

当 期 経 常 費 用 合 計 2,939,336 当 期 経 常 収 益 合 計 2,546,773
当 期 経 常 損 失 392,562
渇水準備金引当又は取崩し △　 4,489

渇水準備引当金取崩し（貸方） △  4,489
税 引 前 当 期 純 損 失 388,072
法 人 税 等 △　 115,134

法 人 税 等 調 整 額 △  115,134
当 期 純 損 失 272,938
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平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで

株主資本等変動計算書

株　　主　　資　　本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金
自 己

株 式

株 主

資 本

合 計

資 本

準備金

その他
資 本
剰余金

利 益

準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
海 外
投資等
損 失
準備金

原 価
変 動
調 整
積立金

別 途

積立金

繰 越
利 益
剰余金

当事業年度期首残高（百万円） 489,320 67,031 − 122,330 2,389 87,000 640,000 △ 152,786 △ 96,124 1,159,161
当 事 業 年 度 変 動 額
海外投資等損失準備金の取崩 △ 32 32 −
原価変動調整積立金の取崩 △ 87,000 87,000 −
別 途 積 立 金 の 取 崩 △ 220,000 220,000 −
剰 余 金 の 配 当 △ 26,816 △ 26,816
当 期 純 損 失 △ 272,938 △ 272,938
自 己 株 式 の 取 得 △ 22 △ 22
自 己 株 式 の 処 分 △ 4 7 3
利益剰余金から資本剰余金への振替 4 △ 4 −
株主資本以外の項目の当事業年度変動額（純額）

当事業年度変動額合計（百万円） − − − − △ 32 △ 87,000 △ 220,000 7,273 △ 14 △ 299,774
当事業年度末残高（百万円） 489,320 67,031 − 122,330 2,356 − 420,000 △ 145,513 △ 96,139 859,386

評価・換算差額等
純 資 産

合 計
そ の 他
有価証券
評　　価
差 額 金

繰　　延
ヘ ッ ジ
損　　益

評 価 ・
換 　 算
差 額 等
合 　 計

当事業年度期首残高（百万円） 19,465 4,874 24,340 1,183,501
当 事 業 年 度 変 動 額
海外投資等損失準備金の取崩 −
原価変動調整積立金の取崩 −
別 途 積 立 金 の 取 崩 −
剰 余 金 の 配 当 △ 26,816
当 期 純 損 失 △ 272,938
自 己 株 式 の 取 得 △ 22
自 己 株 式 の 処 分 3
利益剰余金から資本剰余金への振替 −
株主資本以外の項目の当事業年度変動額（純額） 11,532 △ 263 11,268 11,268

当事業年度変動額合計（百万円） 11,532 △ 263 11,268 △ 288,505
当事業年度末残高（百万円） 30,997 4,611 35,608 894,995
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平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで

個 別 注 記 表

₁．重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴　資産の評価基準および評価方法

ａ．有価証券
子会社株式および関連会社株式　　移動平均法による原価法
その他有価証券　　　　　　　　　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は
全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定している。）

時価のないもの
移動平均法による原価法

ｂ．たな卸資産
総平均法（一部は移動平均法）による原価法（貸借
対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法により算定している。）

貯蔵品（特殊品）　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法により算定している。）

⑵　固定資産の減価償却の方法
ａ．有形固定資産　　　　　　　　　　法人税法に規定する方法と同一の基準に基づく定率法
ｂ．無形固定資産　　　　　　　　　　法人税法に規定する方法と同一の基準に基づく定額法

（会計方針の変更）
　法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以降に取得した有形固定資
産については、改正後の法人税法に規定する償却方法により、減価償却を実施している。
　これによる営業損失、当期経常損失および税引前当期純損失への影響は軽微である。

⑶　引当金の計上基準
ａ．退職給付引当金

退職給付に充てるため、将来の退職給付見込額を基礎とした現価方式による額を計上し
ている。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（３年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処
理することとしている。

ｂ．使用済燃料再処理等引当金
再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充て

るため、再処理等の実施に要する費用の見積額を原子力発電所の運転に伴い発生する当該
使用済燃料の量に応じて現価方式（割引率1.6％）により計上している。

なお、平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異（「電気事業会計規則の一部
を改正する省令」（平成17年経済産業省令第92号）附則第２条に定める金額）312,810百万
円については、平成17年度から15年間にわたり計上することとしており、当事業年度末に
おける未認識の引当金計上基準変更に伴う差異は145,167百万円である。

また、電気事業会計規則取扱要領第81の規定により、翌事業年度に適用される割引率等
の諸元を用いて計算した当事業年度末の見積差異12,400百万円については、翌事業年度か
ら再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の発生期間にわたり計上することとし
ている。

ｃ．使用済燃料再処理等準備引当金
再処理等を行う具体的な計画を有しない使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充

てるため、再処理等の実施に要する費用の見積額を原子力発電所の運転に伴い発生する当
該使用済燃料の量に応じて現価方式（割引率４％）により計上している。

貯蔵品（石炭､燃料油､ガスおよ
び一般貯蔵品）
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⑷　その他貸借対照表等の作成のための基本となる重要な事項
ａ．特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用化の方法

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20
年３月31日）を適用し、原子力発電設備のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産
除去債務相当資産については、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」（平成元年通商
産業省令第30号）により原子力発電実績に応じて費用化している。

なお、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務は、原子力発電施設解体費の
総見積額を基準として計上している。

ｂ．消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

₂．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産および担保に係る債務

会社の財産は、社債および㈱日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
社　債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,642,620百万円
㈱日本政策投資銀行からの借入金　　　　　　　　　　　　　　　 371,959百万円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　　10,236,306百万円
⑶　保証債務

社債に対する保証債務
日本原燃㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,296百万円

借入金等に対する保証債務
日本原燃㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 175,348百万円
㈱ケイ・オプティコム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 118,957百万円
日本原子力発電㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41,652百万円
セノコ・エナジー・プライベート・リミテッド　　　　　　　　　12,894百万円
エルエヌジー・エビス・シッピング・コーポレーション　　　　　 8,788百万円
カンサイ・ソウジツ・エンリッチメント・インベスティング　　　 6,161百万円
ブルーウォーターズ・パワー・プロプライアットリー・リミテッド　　　　　　 3,010百万円
関西電子ビーム㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,800百万円
ロジャナ・パワー・カンパニー・リミテッド　　　　　　　　　　　 639百万円
原燃輸送㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15百万円

スワップ契約に対する保証債務
セノコ・エナジー・プライベート・リミテッド　　　　　　　　　 1,723百万円

⑷　関係会社に対する金銭債権および金銭債務
長期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99,345百万円
短期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,753百万円
長期金銭債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,490百万円
短期金銭債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 130,052百万円

⑸　附帯事業に係る固定資産の金額
蒸気供給事業　　専用固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80百万円

他事業との共用固定資産の配賦額　　　　　　　　　 102百万円
合　計　額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 182百万円

ガス供給事業　　専用固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　 817百万円
他事業との共用固定資産の配賦額　　　　　　　　 2,611百万円
合　計　額　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,428百万円

⑹　会社法以外の法令の規定による引当金
渇水準備引当金

電気事業法第36条の規定により計上している。
₃．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高
営業取引高　　　　　　費　用　313,101百万円　　　　　 収　益　33,796百万円
営業取引以外の取引高　　　　　　2,926百万円
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₄．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の数　　　　　　　　　　　　　　44,886,799株

₅．税効果会計に関する注記
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
繰越欠損金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 185,850百万円
退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 108,965百万円
減価償却超過額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63,671百万円
資産除去債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62,913百万円
使用済燃料再処理等引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,666百万円
そ　の　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 107,054百万円

繰延税金資産小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 557,121百万円
評価性引当額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△　40,872百万円
繰延税金資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 516,248百万円
繰延税金負債

資産除去債務相当資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　△　18,320百万円
その他有価証券評価差額金　　　　　　　　　　　　　　　　△　12,304百万円
繰延ヘッジ損益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△　 2,168百万円
海外投資等損失準備金　　　　　　　　　　　　　　　　　　△　 1,061百万円

繰延税金負債合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△　33,855百万円
繰延税金資産の純額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 482,392百万円

₆．関連当事者との取引に関する注記
子会社および関連会社等

取引条件および取引条件の決定方針等
（注１）㈱ケイ・オプティコムに対する債務保証については、金融機関からの借入金に

対して保証している。
（注２）日本原燃㈱に対する債務保証については、金融機関からの借入金および社債に

対して保証している。
₇．₁株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,001円29銭
⑵　１株当たり当期純損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 305円35銭
₈．その他の注記
電気事業会計規則の改正

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表は、電気事業会計規則
が改正されたため、改正後の電気事業会計規則により作成している。

属 性 会社等の
名 称

議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科 目 期末残高
（百万円）

子会社 ㈱ケイ・オ
プティコム

所 有
直 接 100.0％

光ファイバ、無線鉄塔
等電気通信設備の賃借

債務保証
（注1）118,957 − −

関連会社 日本原燃㈱ 所 有
直 接  16.6％

使用済燃料の再処理、廃
棄物の管理、ウランの濃
縮、廃棄物の埋設を委託

債務保証
（注2）181,645 − −
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

　当監査法人は、 会社法第444条第４項の規定に基づき、 関西電力株式会社の平成24年
４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を
行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、関西電力株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該
連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以　上

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正
妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連
結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手
続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算
書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、
内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の
作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した
会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

平成25年5月９日関 西 電 力 株 式 会 社
御 中取 締 役 会

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

公認会計士

公認会計士

㊞

㊞

㊞

矢 吹 幸 二
渡 邉 明 久
関 口 浩 一
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成25年5月９日関 西 電 力 株 式 会 社

御 中取 締 役 会
有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

公認会計士

公認会計士

㊞

㊞

㊞

矢 吹 幸 二
渡 邉 明 久
関 口 浩 一

　当監査法人は、 会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、 関西電力株式会社の平
成24年４月１日から平成25年３月31日までの第89期事業年度の計算書類、すなわち、貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書に
ついて監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正
又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示
するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期
間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以　上

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書
類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求め
ている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入
手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬
による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立
案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を
検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示
を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
　当監査役会は、平成24年４月１日から平成25年３月31日までの平成24年度にお
ける取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審
議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告します。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
　監査役会は、監査の方針、監査計画、職務の分担等を定め、各監査役から監
査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査
人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規則に準拠し、監査の方針、監査
計画および職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人、有限
責任監査法人トーマツ等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整
備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用
人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、
重要な決裁書類等を閲覧し、本店および主要な事業所において業務および財産
の状況を調査しました。あわせて、取締役の職務の執行が法令および定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するため
に必要なものとして会社法施行規則第100条第１項および第３項に定める体制
の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づく体制（内部統制シ
ステム）の整備の状況を監視および検証しました。子会社については、子会社
の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子
会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該年度に係る事業
報告およびその附属明細書について検討しました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視および検証するとともに、会計監査人から随時その職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日
企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明
を求めました。以上の方法に基づき、当該年度に係る連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）なら
びに計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注
記表）およびその附属明細書について検討しました。
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₂．監　査　の　結　果
⑴　事業報告等の監査結果

一．事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

二．取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反
する重大な事実は認められません。

三．内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムの整備に関する取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

⑵　連結計算書類の監査結果
　会計監査人　有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は、相当
であると認めます。

⑶　計算書類およびその附属明細書の監査結果
　会計監査人　有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は、相当
であると認めます。

平成25年5月15日

関西電力株式会社　監査役会
常任監査役（常勤）

常任監査役（常勤）

常任監査役（常勤）

監 査 役

監 査 役

監 査 役

監 査 役

㊞

㊞

㊞

㊞

㊞

㊞

㊞

神 野 　 榮
田 村 康 生
泉 　 正 博
土 肥 孝 治
森 下 洋 一
吉 村 元 志
槇 村 久 子

（注）監査役土肥孝治、監査役森下洋一、監査役吉村元志および監査役槇村久子
は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

以　上
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株 主 総 会 参 考 書 類

議案および参考事項
〈　会社提案（第₁号議案および第₂号議案）　〉

第₁号議案および第₂号議案は、会社提案によるものであります。
第₁号議案　剰余金の処分の件

当年度収支について、原子力利用率の低下に伴う火力燃料費や他社からの購入電力料
の増加などにより、2,729億円の当期純損失となったため、別途積立金を以下のとおり
取り崩したいと存じます。
⑴　増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　　270,000,000,000円
⑵　減少する剰余金の項目およびその額

別 途 積 立 金　　270,000,000,000円
なお、剰余金の配当につきましては、業績の悪化を踏まえ、誠に申し訳ございません

が、無配といたしたいと存じます。

第₂号議案　取締役全員任期満了につき17名選任の件
取締役全員（18名）は､本株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので､取締役

17名を選任いたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。

氏　　　　名
生　年　月　日

略　　　　　　　歴
（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）

当社株式
の所有数

当社との特別
の 利 害 関 係

1
森
もり

　 詳
しょう

介
すけ

昭和15年８月６日

昭和38年₄月　関西電力株式会社入社
平成元年₆月　同社工務部長
平成₂年12月　同社副支配人工務部長
平成₆年₆月　同社支配人企画室長
平成₉年₅月　同社支配人経営改革推進室長、企画室長
平成₉年₆月　同社取締役電力システム室長
平成11年₆月　同社常務取締役
平成13年₆月　同社取締役副社長
平成17年₆月　同社取締役社長
平成20年₆月　電気事業連合会会長

（平成22年₆月　退任）
平成22年₆月　関西電力株式会社取締役会長（現在に至る）
平成23年₅月　公益社団法人関西経済連合会会長（現在に

至る）
〔重要な兼職の状況〕

◦ＡＮＡホールディングス株式会社社外取締役
◦阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役
◦株式会社ロイヤルホテル社外取締役
◦公益社団法人関西経済連合会会長

45,939株 な　し
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氏　　　　名
生　年　月　日

略　　　　　　　歴
（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）

当社株式
の所有数

当社との特別
の 利 害 関 係

2
八
や

木
ぎ

　 誠
まこと

昭和24年10月13日

昭和47年₄月　関西電力株式会社入社
平成11年₆月　同社経営改革推進室プロジェクトマネジャー､

工務部長
平成12年₆月　同社電力システム事業本部工務グループ

チーフマネジャー
平成13年₆月　同社支配人中央送変電建設事務所長
平成15年₆月　同社支配人電力システム事業本部副事業本

部長
平成17年₆月　同社取締役電力システム事業本部副事業本

部長
平成18年₆月　同社常務取締役
平成21年₆月　同社取締役副社長
平成22年₆月　同社取締役社長（現在に至る）
平成23年₄月　電気事業連合会会長（現在に至る）

〔重要な兼職の状況〕
◦電気事業連合会会長

28,200株 な　し

3
生
い

駒
こま

昌
まさ

夫
お

昭和27年９月９日

昭和52年₄月　関西電力株式会社入社
平成13年₆月　同社電力システム事業本部工務グループ

チーフマネジャー
平成15年₆月　同社支配人企画室国際担当
平成19年₆月　同社常務取締役
平成23年₆月　同社取締役副社長（現在に至る）

〔現在の担当〕
電力流通事業本部
グループ経営推進本部長
国際室担当、業務全般

〔重要な兼職の状況〕
◦東洋テック株式会社社外取締役

20,512株 な　し

4
豊
とよ

松
まつ

秀
ひで

己
き

昭和28年12月28日

昭和53年₄月　関西電力株式会社入社
平成14年₆月　同社原子力事業本部原子力企画グループ

チーフマネジャー
平成15年₆月　同社支配人原子力事業本部副事業本部長

（原子力企画、原子燃料担当）
平成17年₇月　同社支配人原子力事業本部副事業本部長、

原子燃料サイクル室長
平成18年₆月　同社執行役員原子力事業本部副事業本部長、

原子燃料サイクル室長
平成21年₆月　同社常務取締役
平成23年₆月　同社取締役副社長（現在に至る）

〔現在の担当〕
原子力事業本部長

〔重要な兼職の状況〕
◦株式会社きんでん社外監査役

14,200株 な　し
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氏　　　　名
生　年　月　日

略　　　　　　　歴
（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）

当社株式
の所有数

当社との特別
の 利 害 関 係

5
香
か

川
がわ

次
じ

朗
ろう

昭和28年１月３日

昭和51年₄月　関西電力株式会社入社
平成15年₆月　同社お客さま本部営業計画グループチーフ

マネジャー
平成16年₆月　同社支配人人材活性化室長
平成18年₆月　同社執行役員人材活性化室長
平成19年₆月　同社執行役員お客さま本部副本部長、

リビング営業部門統括
平成21年₆月　同社常務取締役
平成23年₆月　同社取締役副社長（現在に至る）

〔現在の担当〕
総合企画本部（地域エネルギー部門）
お客さま本部長

13,000株 な　し

6
岩
いわ

根
ね

茂
しげ

樹
き

昭和28年5月27日

昭和51年₄月　関西電力株式会社入社
平成13年12月　同社燃料室燃料計画グループチーフマネジャー
平成17年₄月　同社支配人原子力保全改革推進室長
平成19年₆月　同社執行役員企画室長
平成22年₆月　同社常務取締役
平成24年₄月　同社取締役副社長（現在に至る）

〔現在の担当〕
総合企画本部長
原子燃料サイクル室担当（サイクル事業）

14,500株 な　し

7
廣
ひろ

江
え

　 譲
ゆずる

昭和27年９月７日

昭和50年₄月　関西電力株式会社入社
平成12年₆月　同社企画室原価グループチーフマネジャー
平成15年₆月　同社支配人企画室長、品質・安全監査室長
平成16年₆月　同社支配人企画室長
平成18年₆月　同社執行役員企画室長
平成19年₆月　同社取締役電気事業連合会理事・事務局長
平成23年₆月　同社常務取締役（現在に至る）

〔現在の担当〕
経理室担当、総務室担当、購買室担当

37,600株 な　し

8
橋
はし

本
もと

徳
のり

昭
あき

昭和23年８月１日

昭和50年₄月　関西電力株式会社入社
平成16年₆月　同社土木建築室計画グループチーフマネ

ジャー
平成17年₆月　同社支配人土木建築室長
平成18年₆月　同社執行役員土木建築室長
平成19年₆月　同社常務執行役員土木建築室長
平成21年₆月　同社常務取締役（現在に至る）

〔現在の担当〕
研究開発室担当、土木建築室担当

14,400株 な　し
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氏　　　　名
生　年　月　日

略　　　　　　　歴
（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）

当社株式
の所有数

当社との特別
の 利 害 関 係

9
迎

むかえ

　 陽
よう

一
いち

昭和26年８月９日

平成16年₆月　経済産業省大臣官房商務流通審議官
（平成18年₇月　退官）

平成18年₈月　商工組合中央金庫理事
（平成20年₇月　退任）

平成20年₈月　関西電力株式会社顧問
平成21年₆月　同社常務取締役（現在に至る）

〔現在の担当〕
燃料室担当

20,100株 な　し

10
土
ど

井
い

義
よし

宏
ひろ

昭和29年10月25日

昭和54年₄月　関西電力株式会社入社
平成15年₆月　同社お客さま本部ネットワーク技術グループ

チーフマネジャー、お客さま本部マルチサービ
スネットワークグループチーフマネジャー

平成16年₆月　同社お客さま本部ネットワーク技術グルー
プチーフマネジャー

平成17年₆月　同社支配人和歌山支店長
平成18年₆月　同社執行役員和歌山支店長
平成19年₆月　同社執行役員電力流通事業本部副事業本部

長、ネットワーク技術部門統括
平成21年₆月　同社常務取締役（現在に至る）

〔現在の担当〕
電力流通事業本部長、経営改革・ＩＴ本
部長
行為規制担当

10,680株 な　し

11
岩
いわ

谷
たに

全
まさ

啓
ひろ

昭和27年11月７日

昭和52年₄月　関西電力株式会社入社
平成13年₆月　同社火力事業本部火力グループチーフマネ

ジャー
平成17年₆月　同社支配人火力センター所長
平成18年₆月　同社執行役員原子力事業本部副事業本部長､

火力事業本部副事業本部長
平成22年₆月　同社常務取締役（現在に至る）

〔現在の担当〕
火力事業本部長
環境室担当

7,400株 な　し

12
八
や

嶋
しま

康
やす

博
ひろ

昭和28年９月21日

昭和52年₄月　関西電力株式会社入社
平成14年12月　同社企画室企画グループチーフマネジャー
平成16年₆月　同社企画室企画グループチーフマネジャー、

企画室取引管理グループチーフマネジャー
平成18年₆月　同社燃料室長
平成20年₆月　同社執行役員燃料室長
平成21年₆月　同社執行役員地域共生・広報室長
平成23年₆月　同社常務取締役（現在に至る）

〔現在の担当〕
広報室担当、秘書室担当

19,200株 な　し
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氏　　　　名
生　年　月　日

略　　　　　　　歴
（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）

当社株式
の所有数

当社との特別
の 利 害 関 係

13
白
しら

井
い

良
りょう

平
へい

昭和28年８月5日

昭和51年₄月　関西電力株式会社入社
平成13年₆月　同社火力事業本部管理グループチーフマネ

ジャー
平成15年₆月　同社支配人滋賀支店長
平成18年₆月　同社支配人火力センター所長
平成19年₆月　同社支配人原子力保全改革推進室長
平成21年₆月　同社執行役員企画室ＣＳＲ・品質管理担当

室長、原子力保全改革推進室長
平成22年₆月　同社常務取締役（現在に至る）

〔現在の担当〕
原子力事業本部長代理
原子燃料サイクル室担当（原燃契約）

16,700株 な　し

14
川
かわ

邊
べ

辰
たつ

也
や

昭和27年６月６日

昭和51年₄月　関西電力株式会社入社
平成12年₆月　同社地域共生・広報室報道グループチーフ

マネジャー
平成18年₆月　同社地域共生・広報室長
平成19年₆月　同社執行役員地域共生・広報室長
平成21年₅月　同社執行役員社団法人関西経済連合会常務

理事・事務局長
平成21年₆月　同社常務執行役員社団法人関西経済連合会

常務理事・事務局長
平成23年₄月　同社常務執行役員公益社団法人関西経済連

合会常務理事・事務局長
平成23年₅月　同社常務執行役員公益社団法人関西経済連

合会専務理事
平成23年₆月　同社取締役公益社団法人関西経済連合会専

務理事（現在に至る）

7,700株 な　し

15
井
いの

上
うえ

礼
のり

之
ゆき

昭和10年３月17日

平成₆年₆月　ダイキン工業株式会社取締役社長
平成₇年₅月　同社取締役会長兼社長
平成₈年₆月　同社取締役社長
平成11年₅月　社団法人関西経済同友会代表幹事

（平成13年₅月　退任）
平成13年₅月　社団法人関西経済連合会副会長
平成14年₆月　ダイキン工業株式会社取締役会長兼ＣＥＯ

（現在に至る）
平成15年₆月　関西電力株式会社社外取締役（現在に至る）
平成23年₄月　公益社団法人関西経済連合会副会長（現在

に至る）
〔重要な兼職の状況〕

◦ダイキン工業株式会社取締役会長兼ＣＥＯ
◦阪急阪神ホールディングス株式会社社外取

締役
◦公益社団法人関西経済連合会副会長

1,000株 な　し
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（注）　　１．井上礼之、辻井昭雄および玉越良介の各氏は、社外取締役候補者であります。
２．社外取締役候補者とした理由は、次のとおりであります。

⑴　井上礼之氏は、空調機器や化学製品などの製造・販売をグローバルに展開している
ダイキン工業株式会社の取締役会長兼ＣＥＯや阪急阪神ホールディングス株式会社社
外取締役に就任しており、経営者として経験豊富であり、その経験や識見を当社経営
に活かしていただけるものと考えております。

また、同氏は、当社が上場する各金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たし
ており、一般株主と利益相反を生じるおそれはなく、独立性を有していると判断して
おります。

これら同氏の豊富な経験や識見および独立性を踏まえ、社外取締役として適任であ
ると判断しております。

⑵　辻井昭雄氏は、鉄道事業を中心に、不動産事業、流通事業、ホテル・レジャー事業
などを展開している近畿日本鉄道株式会社の取締役社長、取締役会長を歴任している
他、日野自動車株式会社社外監査役や株式会社近鉄エクスプレス社外取締役に就任し
ており、経営者として経験豊富であり、その経験や識見を当社経営に活かしていただ
けるものと考えております。

また、同氏は、当社が上場する各金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たし

氏　　　　名
生　年　月　日

略　　　　　　　歴
（地位および担当ならびに重要な兼職の状況）

当社株式
の所有数

当社との特別
の 利 害 関 係

16
辻
つじ

井
い

昭
あき

雄
お

昭和７年12月19日

平成11年₆月　近畿日本鉄道株式会社取締役社長
平成15年₆月　同社取締役会長
平成17年₄月　関西経営者協会会長

（平成21年₅月　退任）
平成18年₆月　関西電力株式会社社外取締役（現在に至る）
平成19年₆月　近畿日本鉄道株式会社相談役（現在に至る）

〔重要な兼職の状況〕
◦近畿日本鉄道株式会社相談役
◦日野自動車株式会社社外監査役
◦株式会社近鉄エクスプレス社外取締役

な　し な　し

17
玉
たま

越
こし

良
りょう

介
すけ

昭和22年７月10日

平成14年₅月　株式会社ＵＦＪ銀行副頭取執行役員
平成14年₆月　同社取締役副頭取執行役員
平成16年₅月　同社取締役会長
平成16年₆月　株式会社ＵＦＪホールディングス取締役社長
平成17年10月　株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・ グループ

取締役会長
（平成22年₆月　退任）

平成18年₁月　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行取締役副会長
（平成20年₄月　退任）

平成18年₆月　関西電力株式会社社外取締役（現在に至る）
平成22年₆月　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行特別顧問（現

在に至る）
〔重要な兼職の状況〕

◦株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行特別顧問
◦テンプホールディングス株式会社社外監査役
◦ Ｍorｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ 取締役

な　し な　し
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ており、一般株主と利益相反を生じるおそれはなく、独立性を有していると判断して
おります。

これら同氏の豊富な経験や識見および独立性を踏まえ、社外取締役として適任であ
ると判断しております。

⑶　玉越良介氏は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の取締役副会長や株式会社三菱ＵＦＪ
フィナンシャル・グループの取締役会長など、銀行業務を中心とする金融サービスに
係る事業をグローバルに展開している同グループにおいて、数々の要職を歴任してい
る他、テンプホールディングス株式会社社外監査役や Ｍorｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ取締役に就任し
ており、経営者として経験豊富であり、その経験や識見を当社経営に活かしていただ
けるものと考えております。

また、同氏は、当社が上場する各金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たし
ており、一般株主と利益相反を生じるおそれはなく、独立性を有していると判断して
おります。

これら同氏の豊富な経験や識見および独立性を踏まえ、社外取締役として適任であ
ると判断しております。

３．当社は、井上礼之、辻井昭雄および玉越良介の各氏を、当社が上場する各金融商品取引
所の定める独立役員として指定し、届け出ております。

４．社外取締役候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役に就任していた場合において、
その在任中に当該他の株式会社において法令または定款に違反する事実その他不当な業務
の執行が行われた事実（当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役であったとき
は、当該事実の発生の予防のために行った行為および当該事実の発生後の対応として行っ
た行為の概要を含む）は、次のとおりであります。

⑴　井上礼之氏がダイキン工業株式会社の取締役として在任中の平成21年４月に、同社
の一部門および一部子会社において不適切な会計処理が行われていることが判明いたしま
した｡

⑵　辻井昭雄氏が株式会社近鉄エクスプレスの社外取締役として在任中に、同社は、国
際航空貨物利用運送業務の運賃および料金に関して、平成21年３月、公正取引委員会
から排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。

同氏は、当該事実の報告を受け、コンプライアンス体制の見直し等の再発防止策に
ついて社外取締役として必要な対応を行い、その職責を果たしております。

5．社外取締役候補者が当社の社外取締役に就任してからの年数は、本株主総会の終結の時
をもって、井上礼之氏は10年、辻井昭雄、玉越良介の両氏は７年であります。

　　　　　　　　　　〈株主（₁名）からのご提案（第₃号議案）〉
第₃号議案は、株主（₁名）からのご提案によるものであります。なお、提案株主（₁名）
の議決権の数は、300個であります。
第₃号議案　定款一部変更の件
▼提案の内容

本会社の定款に以下の章を新設し、以下の条文を追加する。
第７章　経営方針

第43条　本会社は、「日本海で採掘可能な国産メタンハイドレート」と「尖閣諸島周
辺海域で採掘可能な国産の石油と天然ガス」の活用を推進することで火力発電の燃
料費を削減し、電力料金を安定させて、国民の皆様の生活や経済活動に貢献する。

▼提案の理由
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欧米が価格決定力を握っている石油や天然ガスの代替として、日本の近海に大量に分
布している国産メタンハイドレートは安価な燃料になる可能性を持っており、かつ太平
洋側より日本海側の方が良質で採掘しやすいという調査結果があります。

幸い本会社は日本海に面した京都府宮津市に停止中の火力発電所を有しているので、
ここで国産メタンハイドレートによる火力発電を試行して、長期的には他の火力発電所
にも本格展開するべきです。

また尖閣諸島周辺海域には世界有数の海底油田が存在している可能性があるため、こ
こで採掘可能な国産の石油と天然ガスも積極的に活用するべきです。

なぜなら燃料は生活必需品ですので、欧米に依存するにはリスクがあり、日本も価格
決定力を獲得していく必要があるからです。

上記を通じて火力発電の燃料費を削減し、電力料金を安定させれば、国民の皆様の生
活や経済活動に貢献でき、本会社の経営にも資することになると考えます。
⃝取締役会の意見

当社は、調達先の分散化や価格決定方式の多様化等の取組みを通じ、安価な火力燃料
の調達を常に追求しております。加えて、さまざまな燃料の中で安価なものから順に活
用することを徹底し、火力燃料費の削減に努めており、特定の燃料の活用を定款に定め
る必要はないと考えております。

したがいまして、取締役会は本議案に反対いたします。

　　　　　　〈株主（39名）からのご提案（第₄号議案から第12号議案まで）〉
第₄号議案から第12号議案までは、株主（39名）からのご提案によるものであります。なお、
提案株主（39名）の議決権の数は、685個であります。
第₄号議案　定款一部変更の件 ⑴
▼提案の内容

定款に前文を新設し社是とする。
【前文】関西電力は、国民のくらし・経済の基礎となる安全・安心の電力を供給する社

会的責任を果たす企業である。
１．電力システム改革により国家的にエネルギー自給自足をめざす。
２．原子力発電をやめ地域分散型再生可能エネルギーを基軸とする社会をめざす。
３．送配電部門は全国的公的運営機関に移管し、発電部門と電力小売り部門で健全運

営をめざす。
４．電力供給本来の業務を全うするため、ふさわしくない事業は廃止する。
5．蓄積された技術を継承し、お客さまの電源選択権を保障し、ユニバーサルサービ

スに徹する。
６．ライフラインを維持発展させる目標に向かって全員の協働労働により聖域やタ

ブーをつくらない民主的運営に徹する。
▼提案の理由

2011年３月の福島第一発電所メルトダウン事故は、約16万人もの人々をいまも犠牲に
し、当時福島県に在住していた36万人の子ども達は今後長期の甲状腺検査を続けねばな
らず、この非人道的な事態を招いた原子力発電推進勢力全体の反省と責任は重大です。
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こうした事故の収束に全力をあげるためにも地域独占体制を改革せねばなりません。電
力システム改革への議論として、原発の是非・核燃料サイクル見直し・原発停止から廃
炉の工程・地域独占体制の見直し・発送電の分離・全面自由化などが一気に広がり、後
戻りが許されない事態です。ライフラインの維持発展に努めてきた当社は、自らの改革
方向も明確にすべきであり、国策が確定する方向と統一的な施策を行う必要が出てきた
ので、企業の性格を国民に明快に示すため定款に前文を起こし、社是として宣言するこ
とにしました。
⃝取締役会の意見

当社は、豊富・良質・低廉な電気でお客さまに奉仕することを経営理念に掲げ、グルー
プ一体となって、商品・サービスの安全かつ安定的なお届けに、日々、万全を期してお
ります。

電力システム改革について、当社は最適な電力システムの実現に向け、これまで国等
の検討に積極的に協力してまいりました。今後も、広域系統運用機関の設立、小売の全
面自由化や送配電部門の中立性の一層の確保について、詳細検討に協力してまいりま
す。

なお、発送電分離については、電力の安定供給を補完するしくみやルールの整備に関
する懸念や、原子力プラントの再稼動やエネルギー政策の動向などの経営環境が不透明
ななか、発送電分離を進めることで、企業経営ひいては電力の安定供給の確保に影響が
生じかねない懸念が残っております。真にお客さまおよび株主のみなさまの利益につ
ながる改革となるために、技術的課題への対応や経営環境の整備について、専門家や事
業者の意見を踏まえた十分な検証と、その過程で問題があれば柔軟に見直すことについ
て、国等に対して引き続き求めてまいります。

原子力発電については、 安全確保（Ｓａfｅｔｙ） を大前提に、 長期的なエネルギ ー セ
キュリティの確保（Ｅｎｅrｇｙ Ｓｅcuriｔｙ）や経済性（Ｅcoｎomｙ）、地球環境問題への対応
（Ｅｎviroｎmｅｎｔａｌ Ｃoｎsｅrvａｔioｎ）の３つのＥを加えた、「Ｓ＋３Ｅ」の観点から、引き
続き重要な電源として活用していく必要があると考えております。

再生可能エネルギーについては、重要な電源の一つである一方、出力が不安定といっ
た課題もあるため、これらを踏まえたうえで普及・拡大を積極的に推進しております。

当社グループは、電気事業とグループ事業が一体となって価値を提供することで、連
結業績の向上とグループの持続的成長を目指しております。

また、ライフラインを担う事業者としての責務を果たすため、ＣＳＲ啓発活動やダイ
バーシティの取組みなど、風通しの良い組織風土の醸成に取り組んでおります。

したがいまして、本提案のような社是を定款に設ける必要はなく、取締役会は本議案
に反対いたします。

第₅号議案　定款一部変更の件 ⑵
▼提案の内容

「第１章　総則」に以下のとおり第２条の２（本会社の運営）を新設する。
第２条の２　本会社の事業は、国民の安全を最優先するＣＳＲに基づき運営する。
▼提案の理由
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福島第一原発事故は全国民を恐怖に陥れ、原発問題に関する隠されてきた情報が国民
に広がり「原発を廃止してほしい」世論は圧倒的となりました。にもかかわらず「電力
会社の経営が困難となる」として「計画停電や電気料金値上げ」のような脅かしの論調
を広げ、原発再稼動を強行してしまいました。しかし数万年に及ぶ高レベル放射能廃棄
物の処理を含む核燃料サイクルの進行にも強い批判も出てきて、もはや原発に固執する
関電方針は抜本的に見直すべき時が来ました。よって関西電力は国民に対する安全・安
心を最優先するライフライン事業としての社会的責任に徹し、過去の経営姿勢への反省
を宣言し、電力供給技術をメーカーや下請けに依存するのを止め、株主の利益だけでな
く、基本業務を遂行出来る高い熟練度を持つグループ従業員の増員、育成に全力を上げ
る体制を急がねばなりません。
⃝取締役会の意見

当社は、従来から「関西電力グループＣＳＲ行動憲章」において、「商品・サービス
の安全かつ安定的なお届け」を行動原則の一つとして掲げ、それに基づいてすべての事
業活動を展開しております。

原子力発電については、 安全確保（Ｓａfｅｔｙ） を大前提に、 長期的なエネルギ ー セ
キュリティの確保（Ｅｎｅrｇｙ Ｓｅcuriｔｙ）や経済性（Ｅcoｎomｙ）、地球環境問題への対応
（Ｅｎviroｎmｅｎｔａｌ Ｃoｎsｅrvａｔioｎ）の３つのＥを加えた、「Ｓ＋３Ｅ」の観点から、引き
続き重要な電源として活用していく必要があると考えております。

このため、福島第一原子力発電所の事故を踏まえた安全対策に万全を期し、原子力規
制委員会が策定する新規制基準に確実に適合するとともに、当社自らが不断の努力を重
ね、さらなる安全性・信頼性の向上に取り組むなど、世界最高水準の安全性を目指して
まいります。

また、当社は、長期に亘る電力の安定供給の責務を果たすために必要となる人材を確
保するとともに、グループ全体での人材交流や合同研修の実施など、グループ全体の視
点での人材育成も推進しております。

したがいまして、あらためて本提案のような規定を設ける必要はなく、取締役会は本
議案に反対いたします。

第₆号議案　定款一部変更の件 ⑶
▼提案の内容

「第３章　株主総会」第19条を以下のとおり変更する。
第19条　株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事

項は、これを議事録に経営方針に批判的な意見を含め正確に記載又は記録し、インター
ネットを通じて開示するものとする。
▼提案の理由

今回の福島原発事故でも、早くから「津波による様々な被害が発生する恐れがある」
と関係住民運動団体や多くの研究者から指摘されながら、これを無視してきた東電の姿
勢が明らかにされました。毎年の株主総会でも、原発の危険性に対する発言は非常に多
く、これに対し原発推進株主による低劣な野次、経営側の不誠実な答弁、強引な総会運
営などによって無視されてきました。また、当然お客さまに公開すべき様々な情報開示
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の求めに誠意を示さず、さらに、グループ従業員への待遇では、競争激化が著しい成果
型賃金制度と、人員不足で職場では過密労働などがあいまって、精神障害従業員も増加
しているとの指摘も行い、対策も求めてきました。以上のような発言は民主主義社会で
あれば、批判的意見も含め、議論された全内容を議事録に残すことは常識で、その時々
の経営トップが歴史の検証を受けるようにすべきだと考えます。
⃝取締役会の意見

当社は、従来から、法令に従い、議事の経過の要領およびその結果を記載した株主総
会議事録を適正に作成し、備え置いております。

したがいまして、取締役会は本議案に反対いたします。

第₇号議案　定款一部変更の件 ⑷
▼提案の内容

「第４章　取締役及び取締役会」第20条を以下のとおり変更する。
第20条　本会社の取締役は、12名以内とする。
▼提案の理由

32年ぶりの大幅な電気料金値上げの申請理由とその根拠資料に対し、消費者団体や個
人から多くの情報公開要求が殺到しました。とりわけ、人件費に関係し隠されていた経
営トップの巨額の報酬や、原発推進旧幹部への高額顧問料支払いも批判の的となりまし
た。また、過去の経営方針も反省せず、原発に固執し、火力発電燃料取得でも高価格を
漫然と続け、原発中心施策によって他の重要な老朽化電力供給設備の改修を遅らせ、グ
ループで働く人たちの精神障害病の増加も止められず、一般従業員の待遇も低下させる
等々、数々の失態も社会に公開されました。よって、現在の取締役は全て責任をとって
退陣し、真に国民の安全を最優先させる現場の有能な熟練幹部12名によって心機一転す
る取締役会の構成とします。なお顧問制度は廃止します。
⃝取締役会の意見

当社はこれまで、取締役数の削減による取締役会の活性化を図るとともに、複数の社
外取締役を登用することにより監督機能を強化してまいりました。

現在、当社グループを取り巻く経営環境は、大飯発電所３ 、４号機が再稼動したもの
の、このほかの原子力プラントの再稼動時期が依然見通せず、電力の需給、事業の収支
とも大変厳しい状況にあります。

こうした難局を乗り越えるため、当社グループの総力を結集して、電力の安全・安定
供給の完遂とともに、安全性が確認された原子力プラントの再稼動、収支改善に向けた
さらなる徹底した経営効率化に取り組んでまいります。加えて、電力システム改革の方
針への的確な対応など喫緊の課題の解決に最優先で取り組んでまいります。

これら多くの経営課題に対処していくため、現状においては、取締役の定員枠を変更
する必要はないと考えております。

したがいまして、取締役会は本議案に反対いたします。

第₈号議案　定款一部変更の件 ⑸
▼提案の内容
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「第5章　監査役及び監査役会」第32条を以下のとおり変更する。
第32条　本会社の監査役は、６名以内とし全員を環境保護ＮＧＯ等からの推薦とする。
▼提案の理由

関電は監査役のうち４名を社外から選任しているので、多様な視点から監査が出来て
いると毎年答弁しています。しかし原子力一辺倒、原発以外のライフラインの維持管理
不足などの施策を、真っ向から批判できる監査役はいません。今回の電気料金値上げの
総括原価データも消費者からの要求がないと提出しない体質もそのままでした。日本
弁護士連合会などからも「お手盛り第三者委員会」的な姿を許してはならないとしてい
ます。いまこそ取締役の横すべりをなくし、社会的・人道的・倫理的責任を貫ぬき、原
発災害を絶対に起こさず、地球温暖化防止・環境問題等で広い視野を持ち、公平な視点
で人間集団が豊かになる方向へ、取締役・執行役員が責任を果たしているかどうかを
チェックできる、ＮＧＯ・ＮＰＯなどが推薦する監査役を据えるものとします。
⃝取締役会の意見

当社は、監査役の定員枠を「７名以内」とし、その過半数に当たる４名を社外から選
任し、経営全般について、多様な視点から公正な監査を実施しているところであり、現
状においては、これを変更する必要はないと考えております。

したがいまして、取締役会は本議案に反対いたします。

第₉号議案　定款一部変更の件 ⑹
▼提案の内容

当社の定款に以下の「ＣＳＲに基づく事業運営」の章を新設する。
第８章　ＣＳＲに基づく事業運営

第44条　地球環境の保全のための世界的取り組みをグループ全体で確認し、その推進
のため当社は積極的な役割をはたす。

▼提案の理由
昨今の気候変動・異常気象の進行で国民は不安にさいなまれています。福島原発事故

による全原発停止により、火力発電によって日本は大幅な ＣＯ₂排出量となっています。
放射能汚染に続き、世界から指弾されるのは必定です。ところが関西電力は相変わらず
「ＣＯ₂排出原単位の削減」に固執しています。毅然として総量削減に立ち向かうべきで
す。経済同友会からも「経済成長で温室効果ガスの排出が左右される原単位よりも総量
規制で行くべきで、中国などへの説得力がなくなる」と批判されました。いまこそ当社
は率先して他社購入分・他電力融通分も含め、発電所ごとの ＣＯ₂排出量を公開し、総
量削減目標を明らかにすべきです。そして国民とともに自然エネルギーへの転換方向を
明らかにし、多様な地域分散型再生可能エネルギー発電が公平に容易に接続可能となる
ように「スマートグリッド化」実現の方向に全力を上げます。
⃝取締役会の意見

当社グループは、地球環境問題を重要な経営課題として位置づけ、事業活動全般にわ
たり環境負荷低減に向けた取組みを推進しております。

電気の供給面については、電気事業者自らの努力が反映可能な、お客さまの使用電力
量１ｋWｈ当たりの ＣＯ₂排出量の低減に向けて、原子力発電の安全・安定運転、火力発電
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の高効率化、水力発電・太陽光発電・風力発電等の再生可能エネルギーの開発、導入な
どを進め、電気の低炭素化に取り組んでおります。他社購入分等を含めた当社の ＣＯ₂排
出総量および ＣＯ₂排出係数については、毎年、前年度分を公表しており、発電所ごとの
ＣＯ₂排出量についても「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき国に報告してお
ります。また、需要面についても、再生可能エネルギーやヒートポンプ技術を活用した
高効率システムのご提案、インターネットを活用した電気ご使用状況の見える化サービ
ス「はぴｅみる電」の普及拡大など、お客さまと社会の省エネ・省ＣＯ₂の実現に向け取
り組んでおります。

これらの取組みと高効率、高品質、高信頼度の電力流通システムであるスマートグ
リッドの構築を一体で行うことで、今後とも持続可能な低炭素社会の実現に向けて積極
的に貢献してまいります。

したがいまして、あらためて本提案のような規定を設ける必要はなく、取締役会は本
議案に反対いたします。

第10号議案　定款一部変更の件 ⑺
▼提案の内容

当社の定款に以下の「ＣＳＲに基づく事業運営」の章を新設する。
第８章　ＣＳＲに基づく事業運営

第45条　従業員の基本的人権、消費者・地域住民の権利、グループ全体の労働環境向
上を常に優先させる。

▼提案の理由
電力事業の極めて多種多様な業務・作業はどれをとっても重要業務です。成果主義型

賃金の導入から何回かの「部分的手直し」もしましたが一層複雑な制度となり、評価基
準の細分化などさらなる競争激化となっています。精神障害による欠勤者はさらに増加
しやむなく退職せざるを得ない悲劇も出ています。その上「計画停電、料金値上げ」
などによるお客さまからの批判が重なり、勤労意欲も喪失し、不祥事や事故を多発させ
ています。電気料金値上げ・総括原価の人件費は圧倒的な現場従業員のくらしを直撃し
ました。当社は経営トップから現場第一線まで今後長期にわたる原子力設備の完全処理
処分にたずさわる従業員も含め給与格差は１対5以内に納め公平・平等化を貫くべきで
す。当社は消費者の安全と安心を守るためにも、グループ全体で働く人々の技術向上の
為に人員の増加を行い、労働条件の向上に取組むべきです。
⃝取締役会の意見

当社グループは、「関西電力グループＣＳＲ行動憲章」において、「人権の尊重と良好
な職場環境の構築」を行動原則の一つとして掲げ、ＣＳＲを軸に、人材育成に重点を置
いた取組みを展開するとともに、従業員が安心して、活き活きと働ける環境整備に継続
的に取り組んでおります。

また、経営効率化の一環である人件費の削減については、従業員の生活や、やる気・
やりがいにも配慮しつつ、取組みを進めております。

したがいまして、あらためて本提案のような規定を設ける必要はなく、取締役会は本
議案に反対いたします。
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第11号議案　定款一部変更の件 ⑻
▼提案の内容

当社の定款に以下の「ＣＳＲに基づく事業運営」の章を新設する。
第８章　ＣＳＲに基づく事業運営

第46条　ライフライン基盤強化のための設備投資と人材の確保を常に優先する。
▼提案の理由

関西全域の現場から「知見出来ない事故発生が予測される」との声が出ているにも関
わらず、幹部は原発優先主義を変えず、コスト削減の観点だけを優先させてきました。
ライフライン設備の維持管理はくらしと国民の生命に影響します。利潤優先のもと、必
要な改良や修繕の予算まで切りつめるのは間違いで、発電所・変電所・送電・配電など
ライフライン設備の保全に万全を期すのは電気事業の社会的責務です。また不況に苦し
む関西の地域経済や失業率改善にも貢献します。電力事業本来のベース業務を「メー
カー・下請けへ丸投げ」せず、技術責任が全う出来る人員を確保し、職場の年齢間断絶
を起こさぬよう採用数を守り続けるとともに、グループ全体で直ちに65歳まで賃下げ無
しで定年延長すべきです。そして中高年齢層の高い技術力を再雇用の実施も含め、若年
層に技術継承する施策を充実させねばなりません。
⃝取締役会の意見

当社グループは、ライフラインを担う事業者として、安全や電気の品質・信頼度の確
保を最優先とし、設備の保全に万全を期すため積極的に経営資源を投入しております。

また、長期に亘る電力の安定供給の責務を果たすために必要となる人材を確保すると
ともに、定年退職した従業員を、本人の希望も踏まえて再雇用し、高齢者の知識、経験
を積極的に活用しております。

さらに、若手をはじめ幅広い層のスキル習得に対する支援や、各種研修の充実、専門
技術・技能者制度の活用など、将来の確実な業務遂行や技術・技能の継承・向上につな
がる取組みを行うとともに、グループ全体での人材交流や合同研修の実施など、グルー
プ全体の視点での人材育成も推進しております。　　

したがいまして、あらためて本提案のような規定を設ける必要はなく、取締役会は本
議案に反対いたします。

第12号議案　定款一部変更の件 ⑼
▼提案の内容

当社の定款に以下の「ＣＳＲに基づく事業運営」の章を新設する。
第８章　ＣＳＲに基づく事業運営

第47条　オール電化住宅が電力浪費の典型だったことを反省し、家電機器を『省エ
ネ、省ＣＯ₂、安全、安価』で選択できるサービスに徹する。

▼提案の理由
オール電化住宅割引を当社は平成27年４月１日以降の新規加入から中止します。理由

を「・需要喚起を目的とした制度という誤解を生む」からとしています。その一方で
エコキュートや電気温水器等の夜間割引制度は継続します。こうした矛盾に充ちた施策
は、原発の夜間余剰電力の使用からはじまり、夜間に大きな使用量をいわば強制する姿
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　　　　　〈株主（129名）からのご提案（第13号議案から第19号議案まで）〉
第13号議案から第19号議案までは、株主（129名）からのご提案によるものであります。
なお、提案株主（129名）の議決権の数は、1,251個であります。
第13号議案　取締役解任の件
▼提案の内容

以下の取締役を解任する。
取締役　　八木　誠

▼提案の理由
１．東日本大震災による福島原発の大事故が今なお継続し更なる被害を拡大する中で、

活断層の疑いの強い地盤に立つ極めて危険な大飯原発を再稼動させ広範な地域を危険
にさらしていること。　　

２．昨年の株主総会で筆頭株主の大阪市を始めとする自治体や団体から「脱原発」への
議案が多数提案され、多くの株主も賛同したが、全て無視し「原発依存」の姿勢を改
めないこと。

３．上記の結果、市場から見放され株価の暴落を招き、中間配当の中止にまで至る事態
となったこと。株主に対する責任は重大である。

４．経営環境の悪化を従業員・下請け労働者の労働強化でしのぎ、不必要に多い役員が
不当に高い報酬を受け取っていること。

5．2000年に決定、2010年に完成予定のはずの『中間貯蔵施設』について何も明らかに
されていないこと。

６．毎年の株主総会での指摘を無視し、多くの社員を地方議員として活動させ公益企業
の信頼を大きく損なっていること。

⃝取締役会の意見

にしたからです。今日では原発が動かせないので火力発電燃料費を増加させ、庶民に電
気料金値上げも迫るものともなりました。今後は住宅に広がる太陽光発電などの再生可
能エネルギーを軸に蓄電装置等の普及も含め、家電機器の多様化時代となります。多く
のエネルギー供給技術者が、互いのノウハウや技術的情報を共有し、市民が『省エネ、
省ＣＯ₂、安全、安価』で、個々の家電機器を自由に選択できるようなサービスに徹する
よう、転換しなければなりません。
⃝取締役会の意見

当社は、お客さまのお役に立つ取組みを徹底し、お客さま満足の向上を図るという基
本的な考え方のもと、省エネルギーやピーク電力の抑制等、負荷平準化に資する取組
みとして、エネルギーマネジメント活動を推進するとともに、幅広い商品やサービスメ
ニューの開発、ご提案に取り組んでおります。

具体的には、再生可能エネルギーやヒートポンプ技術を活用した高効率システム、お
客さまの電気ご使用状況の見える化サービス「はぴｅみる電」など、多様な商品・サー
ビスを、お客さまのご要望に応じて的確にご提案し、お客さまのエネルギー管理をトー
タルでサポートしております。

したがいまして、取締役会は本議案に反対いたします。
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解任の対象とされている取締役は、当社事業発展のため他の取締役とも一致協力し、
さまざまな経営課題に全力を傾注して取り組み、取締役として法令および定款に従い忠
実にその職務を遂行しております。

原子力発電所の安全性向上対策については、福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、
「電源の確保」、「原子炉の冷却機能の確保」、「使用済燃料プールの冷却機能の確保」の
ための緊急対策を直ちに実施し、多重性・多様性を拡充してまいりました。

大飯発電所３ 、４号機については、当社が実施してきた対策により安全性の確保が図
られているとの判断が、昨年、政府においてなされたことを踏まえ、運転を再開してお
ります。また、新規制基準案に対しても、必要な対策を講じることで適合することを当
社として確認し、原子力規制委員会に報告しております。敷地内の破砕帯については、
昭和60年の設置許可申請時および平成18年の耐震設計審査指針の改訂に伴う耐震安全性
評価において調査・評価を実施し、耐震設計上考慮する活断層ではないことを確認して
おります。なお、当社は、昨年７月に原子力安全・保安院の指示を受け、敷地内破砕帯
の調査を実施しているところであり、この調査およびこれに基づく評価を着実に実施し
てまいります。

当社は、規制の枠組みにとどまることなく、安全性向上対策を自主的かつ継続的に進
めていくことが不可欠であると考えており、今後も、世界最高水準の安全性を目指し、
国内外の最新の技術情報の収集、分析に努め、原子力発電所の安全性、信頼性の向上に
取り組んでまいります。

平成24年度の中間配当については、収支状況が厳しいことに加え、経営環境が不透明
であることなどから、実施いたしませんでした。当社を取り巻く経営環境は依然として
厳しい状況にありますが、引き続き、電力の安全・安定供給の完遂とともに、安全性が
確認された原子力プラントの再稼動、収支改善に向けたさらなる徹底した経営効率化に
全力で取り組み、株式市場からの評価を得られるよう努めてまいります。

取締役については、当社の事業規模、業務内容、直面する経営課題への対処および取
締役会の監督機能の観点から、また、監査役については、経営全般について多様な視点
から公正な監査を実施するとの観点から、それぞれ必要かつ適正な員数であり、その報
酬については、株主総会の決議に基づき、取締役会の決議あるいは監査役の協議により
適正妥当な金額を決定しております。

中間貯蔵施設については、できるだけ早く立地地域を決定するよう努力しております。
地方議会における従業員の議員活動は、個人として行っているものであります。
したがいまして、いずれも解任を求められる事由ではなく、取締役会は本議案に反対

いたします。

第14号議案　定款一部変更の件 ⑴
▼提案の内容

「第１章　総則」第２条第１号に以下の項目を付記する。
１　電気事業

当事業においては安全確保を第一とする。
▼提案の理由
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福島原発事故の原因も明らかにならないうちに、新安全基準も定まらない中、政治判
断で当社大飯原発３ 、４号だけが再稼動されている。

「私の責任で」と決断した首相も、閣僚も既にその職になく耐震安全性の保証がない
まま運転が続いている。新たな調査により、敷地内に「活断層ではないことが否定でき
ない」つまり活断層の存在が明らかになった。専門家の意見が分かれても、「発電用原
子炉施設の耐震安全性に関する安全審査の手引き」により安全側に判断することになっ
ている。近傍３つの活断層が連動する可能性についても過小評価は許されない。また、
原子力規制委員会が原子力災害対策指針を２月に決定したが、周辺自治体の地域防災計
画の策定が非常に困難な状況で進んでいない。そのような状況下で大飯原発３ 、４号炉
のみが稼動していいはずはない。直ちに停止するべきだ。
⃝取締役会の意見

当社は、平成16年８月の美浜発電所３号機事故をはじめとする事故・災害の教訓を通
じて、安全はすべての事業活動の根幹であるとともに、社会から信頼を賜わる源である
と考え、経営の最優先課題として掲げ、すべての事業活動を展開しております。

原子力発電所の安全性向上対策については、福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、
「電源の確保」、「原子炉の冷却機能の確保」、「使用済燃料プールの冷却機能の確保」の
ための緊急対策を直ちに実施し、多重性・多様性を拡充してまいりました。

当社は、規制の枠組みにとどまることなく、安全性向上対策を自主的かつ継続的に進
めていくことが不可欠であると考えており、今後も、世界最高水準の安全性を目指し、
国内外の最新の技術情報の収集、分析に努め、原子力発電所の安全性、信頼性の向上に
取り組んでまいります。

大飯発電所３ 、４号機については、当社が実施してきた対策により安全性の確保が図
られているとの判断が、昨年、政府においてなされたことを踏まえ、運転を再開してお
ります。また、新規制基準案に対しても、必要な対策を講じることで適合することを当
社として確認し、原子力規制委員会に報告しております。

したがいまして、あらためて本提案のような規定を設ける必要はなく、取締役会は本
議案に反対いたします。

第15号議案　定款一部変更の件　⑵
▼提案の内容

「第１章　総則」第２条第１号に以下の項目を付記する。
１　電気事業

原子力発電事業において被ばくは避けられないという本質に真摯に向き合い、原子力
発電所の運転にあたっては微量の放射性物質も漏らさないこと。

また保全にあたる労働者を被ばくさせてはならない。
▼提案の理由

2011年３月11日の原発震災は、原発施設破壊にとどまらず、放射能が広大な地域を汚
染し、放射能の風や雨雪が及ぶ地域のすべての人々を襲い、被害を与えている。ひとの
生命よりもはるかに寿命が長い放射能は土や水や山や空気、自然の中にとどまり、人々
を今も襲う。故郷をこわされ、農業や水産業も、家庭もこわされ、原発の本質はひとを
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不幸にさせるものだったと知らされた。
身体に害を与え、飲食で体内にも取り込まれ放射線を出し続ける。事故後２年ですで

に子どもたちに異常が現れている。また今後いつ発病するかの不安や恐怖が多くの人々
を苦しめる。

原発の稼働そのものが、被ばくしながらの点検・修理を下請け作業員に強要してい
る。「計画被ばく」と当社も被曝を承知の上だ。

原発の本質に向き合うことが3.11の教訓だ。
⃝取締役会の意見

当社は、原子力発電所の運転中に発生する気体や液体の放射性廃棄物については、周
辺環境への放出量を低減する対策を実施するとともに、原子炉施設保安規定に定める放
出管理目標値を十分下回ることを確認したうえで、排気筒や放水口から放出しておりま
す。

作業における放射線管理については、当社は放射線業務従事者の被ばく低減に努めて
おり、当社における線量実績は、法令の線量限度を十分に下回っており、放射線業務従
事者の線量実績については、法令に基づき定期的に所管官庁に報告しております。

したがいまして、取締役会は本議案に反対いたします。

第16号議案　定款一部変更の件 ⑶
▼提案の内容

当社の定款に以下の章を新設する。
第９章　報酬の個別開示

第48条　報酬の個別開示
１　取締役は報酬、賞与を個別に開示する。
２　特別顧問、顧問、相談役は氏名を公表すると共に、報酬を個別に開示する。

▼提案の理由
当社は赤字を理由に電気料金を値上げした。そもそも赤字に陥ったのは、発電比率

50％以上を原発に依存してきた経営の失態に他ならない。特に原子力を推進してきた役
員の責任は大きく、報酬を個別開示して株主の信任を仰ぐことは当然だ。また顧問の存
在はこれまで闇の中だったが、今年度14人１億4000万円の報酬であることを明らかにし
た。一人平均1000万円は一般社員の平均よりも高額で、しかも社用車、秘書、執務室が
ある顧問もいるという。当社は顧問について「経営全般や特定分野について専門的立場
から発言してもらっている。金額や個人名はプライバシーに関わるので回答できない」
と市民の質問に答えている。1000万円の報酬を当社が支給しても、プライバシーだから
と氏名さえも公表しないのは納得できない（顧問の一人は秋山喜久元会長と公表）。あ
たかも天下りのように、顧問制度を役員退任後の受け皿にさせないためにもこの定款は
必要だ。
⃝取締役会の意見

当社では、取締役および監査役に対する報酬、賞与については、株主総会の決議に基
づき、取締役会の決議あるいは監査役の協議により適正妥当な金額を決定しておりま
す。
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当社としては、経営に係るコストとして取締役および監査役に支給される報酬の総額
を開示することが株主のみなさまにとって重要であると考えており、法令に従い、事業
報告において役員報酬の総額を開示しております。

また、顧問等は、当社の業務運営上の必要性に応じて都度委嘱しているものであり、
その報酬については、委嘱内容に応じて適正妥当な金額を個別に決定しておりますが、
個人名および個別報酬については、プライバシー等の観点から、開示しておりません。

このような取扱いは、適法かつ一般的なものと考えております。
したがいまして、取締役会は本議案に反対いたします。

第17号議案　定款一部変更の件 ⑷
▼提案の内容

当社の定款に以下の章を新設する。
第10章　脱原子力

第49条　当社は原子力発電を稼働しない。
▼提案の理由

関電は原発の再稼働を画策しているが、これは経営的に見て妥当な判断とは言えな
い。関電に対して、「普通の会社」としての経営判断を要求する。

「普通の会社」の意味するところは、自分の責任の取れる範囲で経営判断を行い、何
があっても国民の税金に頼ることのないこと、回収できる見込みが予測できない投資は
行わないことだ。

その一例として、関電は原発の設備投資を、前回電気料金申請時の596億円から今回
1126億円に増加させているが、福島原発事故後の新たな原発安全基準も策定されていな
い時点での投資は、原発再稼働により回収されるかどうかも分からず、リスクの大きい
投資と言わざるを得ない。さらに原発は、仮に再稼働したとしても、その後の問題発生
により予測できない形で全号機が停止に追い込まれる可能性が高く、よって原発は安定
した発電方式とは言えない。冷静な経営的な見地からは、原発以外の発電方式に活路を
見出すことを提案する。
⃝取締役会の意見

当社は、お客さまに良質で低廉な電気を安定的にお届けする使命を果たすため、安全
確保（Ｓａfｅｔｙ）を大前提に、長期的なエネルギーセキュリティの確保（Ｅｎｅrｇｙ Ｓｅcuriｔｙ）
や経済性（Ｅcoｎomｙ）、地球環境問題への対応（Ｅｎviroｎmｅｎｔａｌ Ｃoｎsｅrvａｔioｎ）の３つ
のＥを加えた、「Ｓ＋３Ｅ」の観点で総合的に勘案し、電源について多様な選択肢を持
ち続けることが重要であると考えております。

わが国は、エネルギー自給率が４％と極めて低く、原油価格の高騰や化石燃料調達先
の特定地域への依存など、さまざまなリスクに直面しておりますことから、当社として
は、化石燃料に過度に依存しないエネルギーミックスが大切であり、安全確保を大前提
に原子力発電を今後も重要な電源として活用していく必要があると考えております。

原子力発電所の安全性向上対策については、福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、
「電源の確保」、「原子炉の冷却機能の確保」、「使用済燃料プールの冷却機能の確保」の
ための緊急対策を直ちに実施し、多重性・多様性を拡充してまいりました。また、より
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一層の安全性・信頼性向上に資する対策についても、実施しております。
当社としては、原子力規制委員会により安全性が確認された原子力プラントについて

は、すみやかに再稼動したいと考えております。
当社は、規制の枠組みにとどまることなく、安全性向上対策を自主的かつ継続的に進

めていくことが不可欠であると考えており、今後も、世界最高水準の安全性を目指し、
国内外の最新の技術情報の収集、分析に努め、原子力発電所の安全性、信頼性の向上に
取り組んでまいります。

したがいまして、取締役会は本議案に反対いたします。

第18号議案　定款一部変更の件 ⑸
▼提案の内容

当社の定款に以下の章を新設する。
第11章　再処理の禁止

第50条　当社は再処理をしない。
▼提案の理由

2003年、豊松副社長（当時原子力事業本部副事業本部長）も参加した経産省の会議で
「国から撤退をいいだす」「使用済核燃料は国の責任で処理する」「約2.7兆円の再処理
のために積み立てた費用を電力会社が自由に使えるようにする」ことなどが電力側から
再処理撤退の条件として示されたとの報道があった。当社幹部は経産省と「巨額の投資
をしているので自分たちからはやめられない」「国がやめるといったらやめられるかも」
というやりとりをしたという。しかし自民党重鎮の「再処理工場はずっと試験中でいい」
という発言で再処理撤退は見送られ、本心はやりたくない再処理に10年間も無駄に電気
代を注ぎ込んできた。六ヶ所村再処理工場の近くには長さ100ｋm にもおよぶ「大陸棚
外縁断層」がある。１本で広島原爆30発分の放射能をもつ返還ガラス固化体は1442本（う
ち当社分656本）も保管されている。今こそ再処理から撤退するべきだ。
⃝取締役会の意見

わが国は、エネルギー自給率が４％と極めて低く、原油価格の高騰や化石燃料調達先
の特定地域への依存など、さまざまなリスクに直面しており、原子力発電および原子燃
料サイクルは、今後ともエネルギーの安定供給やエネルギー資源の有効利用の観点から
重要であると考えております。

当社は、国の原子力利用に関する基本的な方針を踏まえ、日本原燃株式会社と必要な
再処理契約を締結しております。同社は、これまでに使用済燃料約425トンを再処理し
ており、技術的な課題解決を図り、安全性の確保を最優先に慎重に試験を進め、再処理
工場の竣工、本格操業に向けて着実に取り組んでいくこととしております。

したがいまして、取締役会は本議案に反対いたします。

第19号議案　定款一部変更の件 ⑹
▼提案の内容

当社の定款に以下の章を新設する。
第12章　今後利益の見込みがない会社への出資、債務保証の禁止
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第20号議案　定款一部変更の件 ⑴
▼提案の内容

「第１章　総則」に以下の条文を追加する。
（経営の透明性の確保）

第5条の２　本会社は、可能な限り経営及び事業に関する情報開示をすることなどに
より、需要家の信頼及び経営の透明性を確保する。

▼提案の理由

　　　　　〈株主（₂名）からのご提案（第20号議案から第25号議案まで）〉
第20号議案から第25号議案までは、株主（₂名）からのご提案によるものであります。な
お、提案株主（₂名）の議決権の数は、879,404個であります。

第51条　日本原子力発電株式会社への出資、債務保証を禁止する。
第52条　日本原燃株式会社への出資、債務保証を禁止する。
▼提案の理由

日本原子力発電株式会社（以下日本原電）からの電力購入は福島原発事故後、2011年
5月から停止している。それにもかかわらず、2011年には340億7900万円、2012年も約
３百数十億円が当社より支払われている。電力を供給しない日本原電に多額の支払いを
続けるのは不適切な取引である。経営陣は今後も引き続き、日本原電に支払おうとして
いる。これは株主、消費者に多大な損害を与える行為である。日本原電保有の原発は３
基ある。敦賀１号は40年以上を経過した老朽原発であり、敦賀２号は原子炉直下に活断
層が指摘されている。また、茨城県東海第２原発も地元の反対で稼働の見込みはまった
くない。日本原電所有の３基の原発が稼働できる可能性はない。展望のない日本原電に
対して、赤字である我が社が債務保証をすることはきわめて問題だ。417億円もの債務
保証は株主、消費者に損害を与えかねず直ちに止めるべきである。
⃝取締役会の意見

わが国は、エネルギー自給率が４％と極めて低く、原油価格の高騰や化石燃料調達先
の特定地域への依存など、さまざまなリスクに直面しており、原子力発電および原子燃
料サイクルは、今後ともエネルギーの安定供給やエネルギー資源の有効活用の観点から
重要と考えております。

日本原子力発電株式会社は、当社にとって卸電気事業者として供給力確保の観点で重
要なパートナーであると考えており、敦賀発電所および東海第二発電所における、福島
第一原子力発電所の事故を踏まえた安全対策や、敦賀発電所敷地内での破砕帯調査な
ど、再稼動への取組みが行われているところであります。

日本原燃株式会社は、わが国の原子燃料サイクル確立に当たって、極めて重要な役割
を担っており、当社にとって経営戦略上重要性が高い会社であると考えております。

当社は、従来から日本原子力発電株式会社、日本原燃株式会社への出資または債務保
証に当たっては、事業運営上の必要性などを総合的に評価し、必要かつ適切な範囲で出
資や債務保証を実施しております。

したがいまして、取締役会は本議案に反対いたします。
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電力事業は、その公益性に鑑み、需要家の信頼と経営の透明性を確保することが必要
であり、経営及び事業に関する最大限の情報開示を行う必要がある。同時に、政治家及
び政治的団体等への寄付等の便益供与や、例えば「原子力規制委員会」等に携わる研究
者等に対する寄付等については一切行わないとともに、あわせて競争入札による調達価
格の適正化に努めることを会社の方針として明確に示すことが必要である。
⃝取締役会の意見

当社グループの事業活動は、お客さまや地域社会をはじめとした社会の多くのみなさ
まにより支えられており、こうしたみなさまからいただく信頼こそが、企業としての使
命を果たし、持続的に成長を遂げていくための基盤であると考えております。このよう
な認識のもと、平成16年に「関西電力グループＣＳＲ行動憲章」を定め、「透明性の高
い開かれた事業活動」など６つの行動原則に基づき、すべての事業活動を展開し、社
会に対する責任を誠実に果たしていくこととしております。当社は、記者発表やホーム
ページなどを通じて情報を積極的にお届けしており、今後も引き続き情報開示に努めて
まいります。

また、寄付金の支出に当たっては、公益事業としての立場を踏まえ、公益への寄与、
地域社会への貢献等の観点から、当該寄付の趣旨を慎重に考慮し、対処しております。

個別の寄付実績の開示については、相手方との関係や今後の業務遂行上支障となるお
それがあるため、行っておりません。

なお、当社は政治家や政治団体に対する寄付は行っておりません。
資材調達に当たっては、指名競争発注に加えて、さまざまな発注方法の工夫により調

達価格の低減を図っております。また、継続的な取引においては、サプライチェーン全
体最適化の観点から、安全・品質・工事力の確保および技術力の維持を図りつつ、仕様
や発注単位の見直しおよび業務運営の効率化等による原価低減に取り組んでおります。

今後も、これまで以上に、競争発注の可能性の追求や競争効果を高める発注方法の工
夫、取引先提案の活用、仕様の見直し等により調達価格低減に取り組むとともに、サプ
ライチェーン全体最適化の取組みにより安定調達と調達価格低減の両立に注力してまい
ります。

したがいまして、あらためて本提案のような規定を設ける必要はなく、取締役会は本
議案に反対いたします。

第21号議案　定款一部変更の件 ⑵
▼提案の内容

「第４章　取締役及び取締役会」に以下の条文を追加する。
（取締役の報酬の開示）

第22条の２　取締役の報酬に関する情報は個別に開示する。
▼提案の理由

関西電力が脱原子力発電と安全性の確保、発送電分離や再生可能エネルギーなどの大
規模導入、天然ガス火力発電所の新増設といった事業形態の革新に向けて現在の経営方
針を大転換していくためには、徹底したコスト削減と経営の透明性を高めることが必要
である。
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⃝取締役会の意見
当社では、取締役および監査役に対する報酬、賞与については、株主総会の決議に基

づき、取締役会の決議あるいは監査役の協議により適正妥当な金額を決定しておりま
す。

当社としては、経営に係るコストとして取締役および監査役に支給される報酬の総額
を開示することが株主のみなさまにとって重要であると考えており、法令に従い、事業
報告において役員報酬の総額を開示しております。

このような取扱いは、適法かつ一般的なものと考えております。
したがいまして、取締役会は本議案に反対いたします。

第22号議案　定款一部変更の件 ⑶
▼提案の内容

「第４章　取締役及び取締役会」第31条第２項として以下の条文を追加する。
（取締役の責任免除）

第31条
２　本会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、社外取締

役の同法第423条第１項の損害賠償責任を、当該社外取締役が職務を行うにつき善
意でかつ重大な過失がない場合は、会社法第425条第１項第１号に定める金額の合
計額を限度とする契約を締結することができる。

▼提案の理由
社外取締役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるよう

にするために、会社法第427条の責任限定契約に関する規定に基づき、定款第31条（取
締役の責任免除）第２項として、社外取締役と責任限定契約を締結できる旨の規定を追
加する。
⃝取締役会の意見

当社は、取締役および監査役が期待される役割を十分に果たせるよう、定款におい
て、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第１項
の取締役および監査役の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨、
定めております。

また、当社は、社外取締役あるいは社外監査役として企業経営者、弁護士および学識
経験者等、多様な人材を招聘し、それぞれの豊富な経験、識見等を活かして、法令およ
び定款に従い忠実にその職務を遂行し、当社事業の発展に貢献いただいております。

以上のことから、現時点において、社外取締役との責任限定契約を導入する必要はな
いと考えております。

なお、今後の責任限定契約の導入については、会社法制の見直しの動向を踏まえつつ
検討してまいります。

したがいまして、取締役会は本議案に反対いたします。

第23号議案　定款一部変更の件 ⑷
▼提案の内容
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本会社の定款に以下の章を新設し、以下の条文を追加する。
第13章　脱原発と安全性の確保及び事業形態の革新
（代替電源の確保）

第55条　本会社は、原子力発電の代替電源として、再生可能エネルギーなどの飛躍的
な導入による自立分散型電源の活用や天然ガス火力発電所の新増設など、多様なエ
ネルギー源の導入により、新たな発電事業を積極的に推進することにより、低廉で
安定した電力供給の役割を担う。

▼提案の理由
脱原発に向けて原子力発電所を廃止するために、当面の対策として、電力需要抑制に

向けた取組みの強化や他の電力会社からの電力融通などに加え、関西以外のＩＰＰ・コ
ジェネ買取を含むＭ＆Ａの強化や天然ガス火力発電所の新増設等により供給力確保に最
大限努めるとともに、中長期的には、再生可能エネルギーの飛躍的な導入など多様なエ
ネルギー源の導入を図るべきである。
⃝取締役会の意見

当社は、お客さまに良質で低廉な電気を安定的にお届けする使命を果たすため、安全
確保（Ｓａfｅｔｙ）を大前提に、長期的なエネルギーセキュリティの確保（Ｅｎｅrｇｙ Ｓｅcuriｔｙ）
や経済性（Ｅcoｎomｙ）、地球環境問題への対応（Ｅｎviroｎmｅｎｔａｌ Ｃoｎsｅrvａｔioｎ）の３つの
Ｅを加えた、「Ｓ＋３Ｅ」の観点で総合的に勘案し、電源について多様な選択肢を持ち
続けることが重要であると考えております。

火力発電については、姫路第二発電所で進めている世界最高水準の熱効率を有するＬ
ＮＧコンバインドサイクル発電方式の採用など、高効率化を目指した既設発電所の設備
更新や新増設に取り組んでまいります。

また、再生可能エネルギーについても、エネルギーセキュリティや地球温暖化対策の
観点から重要なエネルギーとして、引き続き普及・拡大を積極的に推進してまいります。

しかしながら、わが国は、エネルギー自給率が４％と極めて低く、原油価格の高騰や
化石燃料調達先の特定地域への依存など、さまざまなリスクに直面しておりますことか
ら、当社としては、化石燃料に過度に依存しないエネルギーミックスが大切であり、安
全確保を大前提に原子力発電を今後も重要な電源として活用していく必要があると考え
ております。

したがいまして、取締役会は本議案に反対いたします。

第24号議案　定款一部変更の件 ⑸
▼提案の内容

本会社の定款に以下の章を新設し、以下の条文を追加する。
第13章　脱原発と安全性の確保及び事業形態の革新
（事業形態の革新）

第56条　本会社は、電気事業を営むにあたって、多様な主体の自由・公正な競争によ
り、原子力に代わる多様なエネルギー源の導入を促進し、供給力の向上と電力料金
の安定化を図るため、必要な法制度の整備を国に要請し、可及的速やかに発電部門
もしくは送配電部門の売却等適切な措置を講ずる。
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▼提案の理由
脱原発の推進には、自由・公正な競争により多様なエネルギー源の導入を促進し、供

給力の向上と電力料金の安定化を図る必要がある。このため発電部門もしくは送配電部
門の分離を速やかに進めるべきであり、例えば送配電部門分離の場合、法制度が整備さ
れ次第、持株会社設立と送配電部門の子会社化による法的分離に取組み、発電会社から
の独立性を確保しつつ送配電会社としてのノウハウ蓄積と送配電網拡充等を行い、最終
的には所有分離により中立的な系統運用を行う事業主体として確立させるなど、発送電
分離に向けた事業形態の革新に取り組むべきである。
⃝取締役会の意見

当社は、最適な電力システムの実現に向け、これまで国等の検討に積極的に協力して
まいりました。今後も、広域系統運用機関の設立、小売の全面自由化や送配電部門の中
立性の一層の確保について、詳細検討に協力してまいります。

なお、発送電分離については、電力の安定供給を補完するしくみやルールの整備に関
する懸念や、原子力プラントの再稼動やエネルギー政策の動向などの経営環境が不透明
ななか、発送電分離を進めることで、企業経営ひいては電力の安定供給の確保に影響が
生じかねない懸念が残っております。真にお客さまおよび株主のみなさまの利益につ
ながる改革となるために、技術的課題への対応や経営環境の整備について、専門家や事
業者の意見を踏まえた十分な検証と、その過程で問題があれば柔軟に見直すことについ
て、国等に対して引き続き求めてまいります。

したがいまして、取締役会は本議案に反対いたします。

第25号議案　定款一部変更の件 ⑹
▼提案の内容

本会社の定款に以下の章を新設し、以下の条文を追加する。
第13章　脱原発と安全性の確保及び事業形態の革新
（電力需要の抑制と新たなサービスの展開）

第57条　本会社は、経営体質の強化を図るため、スマートメーターの活用やデマンド
レスポンスの実施などを通じて電力需要の抑制に努めるとともに、節電・省エネル
ギーの推進を契機とした新たなサービス事業を積極的に展開する。

▼提案の理由
本会社の経営体質の強化に向けて、従業員数の削減はもとより、競争入札による調達

価格の適正化や過剰な広報費の削減、不要資産売却等のほか、他の電力会社エリアへの
小売進出等とともに、電力需要抑制のためにスマートメーター活用やデマンドレスポン
ス実施、リアルタイム市場創設やネガワット取引など、新たなサービス事業をより一層
積極的に展開するべきである。
⃝取締役会の意見

当社は、お客さまのお役に立つ取組みを徹底し、お客さま満足の向上を図るという基
本的な考え方のもと、省エネルギーやピーク電力の抑制等、負荷平準化に資する取組み
として、エネルギーマネジメント活動を推進するとともに、特に、東日本大震災以降の
エネルギーに関するお客さまのニーズに的確にお応えすべく、幅広い商品やサービスメ



63

　　　　　〈株主（１名）からのご提案（第26号議案から第30号議案まで）〉
第26号議案から第30号議案までは、株主（１名）からのご提案によるものであります。な
お、提案株主（１名）の議決権の数は、837,479個であります。
第26号議案　定款一部変更の件 ⑴
▼提案の内容

「第１章　総則」に以下の条文を追加する。
（再就職受入の制限）

第5条の３　取締役及び従業員等について、国等からの再就職の受け入れはこれを行
わない。

▼提案の理由
電力事業は、その公益性に鑑み、需要家の信頼と経営の透明性を確保することが必要

であり、取締役のみならず従業員等についても、国等の公務員の再就職受入や顧問等そ
の他の名目での報酬支払いは行わないこととすべきである。
⃝取締役会の意見

当社は、経営環境や経営課題等から、必要かつ適正な取締役の体制を検討し、当社の
経営を担うにふさわしい取締役候補者を決定し、株主総会にてご承認いただいておりま
す。

また、従業員等につきましても、高度な専門性や知見が必要とされる分野において、
求められる要件を個別具体的に設定したうえで、その要件を満たす人材を募集し、厳正
なる選考のうえ、採用しております。

このように、当社は、公務員経験者を、その職歴のみを理由に受け入れているのでは
なく、あくまでその有する能力、経験、識見等を総合的に勘案したうえで取締役候補者
として決定あるいは従業員等として採用しているものであり、電力の安定供給をはじめ

ニューの開発、ご提案に取り組んでまいりました。
その具体例として、一般のご家庭を中心に、インターネットを活用した電気ご使用状

況の見える化サービス「はぴｅみる電」の普及拡大に取り組んでおり、スマートメー
ターの導入に合わせ、よりきめ細やかな情報をご提供してまいりました。また、法人の
お客さまについても、需給調整契約等のデマンドレスポンスメニューをご用意するとと
もに、エネルギー使用状況の把握や分析等のエネルギー診断のほか、省エネ機器設置工
事、運用面でのコンサルティング等にグループ会社とも一体となって取り組んでまいり
ました。

スマートメーターについては、総需要の約６割について導入しており、政府が平成23
年７月に決定した目標である「今後5年以内に総需要の８割をスマートメーター化」に
向けた取組みを推進してまいります。また、ピークシフト等、ピーク抑制の実効性を高
めることができるサービスメニューについては、需給状況、お客さまの生活や生産活動
への影響、受け容れやすさ、運用上の課題や事業としての実現性なども考慮しつつ、引
き続き検討してまいります。

したがいまして、あらためて本提案のような規定を設ける必要はなく、取締役会は本
議案に反対いたします。
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とする当社事業の発展にそれぞれ貢献いただいております。
したがいまして、取締役会は本議案に反対いたします。

第27号議案　定款一部変更の件　⑵
▼提案の内容

「第４章　取締役及び取締役会」第20条を以下の通り変更する。
（取締役の定員）

第20条　本会社の取締役は10名以内とする。
▼提案の理由

関西電力が脱原子力発電と安全性の確保、発送電分離や再生可能エネルギーなどの大
規模導入、天然ガス火力発電所の新増設といった事業形態の革新に向けて現在の経営方
針を大転換していくためには、徹底したコスト削減と経営の機動性を高めることが必要
である。
⃝取締役会の意見

当社はこれまで、取締役数の削減による取締役会の活性化を図るとともに、複数の社
外取締役を登用することにより監督機能を強化してまいりました。

現在、当社グループを取り巻く経営環境は、大飯発電所３ 、４号機が再稼動したもの
の、このほかの原子力プラントの再稼動時期が依然見通せず、電力の需給、事業の収支
とも大変厳しい状況にあります。

こうした難局を乗り越えるため、当社グループの総力を結集して、電力の安全・安定
供給の完遂とともに、安全性が確認された原子力プラントの再稼動、収支改善に向けた
さらなる徹底した経営効率化に取り組んでまいります。加えて、電力システム改革の方
針への的確な対応など喫緊の課題の解決に最優先で取り組んでまいります。

これら多くの経営課題に対処していくため、現状においては、取締役の定員枠を変更
する必要はないと考えております。

したがいまして、取締役会は本議案に反対いたします。

第28号議案　定款一部変更の件 ⑶
▼提案の内容

本会社の定款に以下の章を新設し、以下の条文を追加する。
第13章　脱原発と安全性の確保及び事業形態の革新
（脱原発と安全性の確保）

第53条　本会社は、次の各号の要件を満たさない限り、原子力発電所を稼働しない。
⑴　論理的に想定されるあらゆる事象についての万全の安全対策
⑵　原子力発電所の事故発生時における賠償責任が本会社の負担能力を超えない制

度の創設
⑶　使用済み核燃料の最終処分方法の確立

２　本会社は、脱原発社会の構築に貢献するため、可及的速やかに全ての原子力発電
所を廃止する。

３　前項の規定により原子力発電所が廃止されるまでの間においては、他の電力会社
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からの電力融通や発電事業者からの電力調達により供給力の確保に努めるととも
に、電力需要を厳密に予測し、真に需要が供給を上回ることが確実となる場合にお
いてのみ、必要最低限の能力、期間について原子力発電所の安定的稼働を検討する。

▼提案の理由
福島第一原発事故から、ひとたび関西電力の原発においてシビアアクシデントが発生

すると、関西に留まらず広範囲にわたって回復不可能な甚大な被害が想定される。この
ような原発事業の継続は関西電力の株主利益を著しく棄損するだけでなく、将来世代に
過大な負担を残すおそれがあることから、今後国民的議論を経て脱原発に向けた方針を
確立すべきである。関西電力としては、今後の国などの政策動向にかかわらず、脱原発
に向け速やかに原発を廃止するべきである。このため、電力需要抑制に向けた取組みを
強化するとともに、当面は他の電力会社からの電力融通や発電事業者からの電力調達に
努めるべきである。なお、厳密な需給予測のうえ必要最低限の範囲で原発を稼働させる
場合であっても、論理的に想定されるあらゆる事象についての万全の安全対策や有限責
任の損害賠償制度、使用済み核燃料の最終処分方法の確立など極めて厳格な稼働条件を
設定すべきである。
⃝取締役会の意見

当社は、お客さまに良質で低廉な電気を安定的にお届けする使命を果たすため、安全
確保（Ｓａfｅｔｙ）を大前提に、長期的なエネルギーセキュリティの確保（Ｅｎｅrｇｙ Ｓｅcuriｔｙ）
や経済性（Ｅcoｎomｙ）、地球環境問題への対応（Ｅｎviroｎmｅｎｔａｌ Ｃoｎsｅrvａｔioｎ）の３つの
Ｅを加えた、「Ｓ＋３Ｅ」の観点で総合的に勘案し、電源について多様な選択肢を持ち
続けることが重要であると考えております。

わが国は、エネルギー自給率が４％と極めて低く、原油価格の高騰や化石燃料調達先
の特定地域への依存など、さまざまなリスクに直面しておりますことから、当社として
は、化石燃料に過度に依存しないエネルギーミックスが大切であり、安全確保を大前提
に原子力発電を今後も重要な電源として活用していく必要があると考えております。

原子力発電所の安全性向上対策については、福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、
「電源の確保」、「原子炉の冷却機能の確保」、「使用済燃料プールの冷却機能の確保」の
ための緊急対策を直ちに実施し、多重性・多様性を拡充してまいりました。また、より
一層の安全性・信頼性向上に資する対策についても、実施しております。

当社としては、原子力規制委員会により安全性が確認された原子力プラントについて
は、すみやかに再稼動したいと考えております。

当社は、規制の枠組みにとどまることなく、安全性向上対策を自主的かつ継続的に進
めていくことが不可欠であると考えており、今後も、世界最高水準の安全性を目指し、
国内外の最新の技術情報の収集、分析に努め、原子力発電所の安全性、信頼性の向上に
取り組んでまいります。

また、原子力発電所の事故による賠償については、平成23年に制定された原子力損害
賠償支援機構法に基づいて、事業者間の相互扶助により資金を拠出し合って積立金とし
て備え、巨額の損害リスクを低減するしくみが構築されておりますが、同法施行から２
年後に予定されている見直しにおいて、国と事業者の負担のあり方についても検討する
こととされており、国の負担のあり方を明確化していただくよう求めてまいります。
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当社の使用済燃料は、発電所の使用済燃料貯蔵設備において一定期間適切に貯蔵した
後、日本原燃株式会社等において、再処理することとしております。再処理に伴い発生
する高レベル放射性廃棄物については、日本原燃株式会社等において適切に貯蔵されて
おり、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づき、原子力発電環境整備機
構（ＮＵＭＯ）が最終処分の事業に取り組んでおります。

したがいまして、取締役会は本議案に反対いたします。

第29号議案　定款一部変更の件 ⑷
▼提案の内容

本会社の定款に以下の章を新設し、以下の条文を追加する。
第13章　脱原発と安全性の確保及び事業形態の革新
（安全文化の醸成）

第58条　本会社は、原子力発電に関する安全の確保について、日常的に個々の社員が
真剣に考え、活発に議論することを通じて、その質をより高め続けることのできる
職場風土の醸成を図る。

▼提案の理由
原子力発電に関する安全確保の最終的な要素は、職員一人一人が安全性について常に

自ら問い、疑問を公式、非公式に拘わらずどのような場でも臆せず議論できる健全な職
場環境であるが、こうした職場環境を醸成することは経営者の責任であることから、こ
うした内容を定款に規定することにより、経営者の努力義務を明らかにすべきである。
⃝取締役会の意見

当社は、平成16年８月の美浜発電所３号機事故をはじめとする事故・災害の教訓を通
じて、安全はすべての事業活動の根幹であるとともに、社会から信頼を賜わる源である
と考え、経営の最優先課題として掲げ、一人ひとりがそれぞれの職場において安全最優
先の行動を徹底し、安全文化の醸成に取り組んでおります。

原子力の安全文化醸成活動については、「トップのコミットメント」、「コミュニケー
ション」、「学習する組織」を柱として安全文化を評価・改善するしくみを構築し、経営
層の強いコミットメントのもと、経営層から第一線職場の従業員までが参画して推進し
ております。また、これらの取組みについては、社内の広範な部門で構成する「原子力
安全推進委員会」において全社を挙げて推進するとともに、社外の有識者を主体とした
「原子力安全検証委員会」からも助言をいただいており、今後も継続的な改善を図りな
がら、安全文化醸成活動の充実につなげてまいります。

したがいまして、あらためて本提案のような規定を設ける必要はなく、取締役会は本
議案に反対いたします。

第30号議案　取締役１名選任の件
▼提案の内容

村上憲郎を社外取締役に選任する。社外取締役候補者村上憲郎の略歴等は以下のとお
りである。
村上憲郎（昭和22年３月31日生） 
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略歴等 
昭和48年４月　日立電子入社
昭和53年６月　日本ＤＥＣ入社（昭和61年６月〜平成３年８月、ＤＥＣ米国本社出向）
平成６年７月　インフォミックス副社長兼日本法人社長
平成９年８月　ノーザンテレコムジャパン社長兼最高経営責任者
平成13年12月　ドーセントジャパン社長
平成15年４月　グーグル米国本社副社長兼日本法人代表取締役社長
平成21年１月　グーグル日本法人名誉会長
平成23年１月　株式会社村上憲郎事務所代表取締役（現在に至る）
平成23年１月　会津大学参与（現在に至る）
平成23年４月　慶應義塾大学大学院特別招聘教授（現在に至る）
平成23年10月　国際大学グロコーム主幹研究員・教授（現在に至る）
平成24年２月　大阪府特別参与並びに大阪市特別参与（現在に至る）
平成24年４月　株式会社ブイキューブ社外取締役（現在に至る）
平成24年４月　経産省産業構造委員会情報経済分科会委員（現在に至る）
平成24年４月　経産省資源エネルギー庁スマートメータ制度検討会委員（現在に至る）
平成24年６月　経産省ＩＴ融合フォーラム有識者会議委員（現在に至る）
平成24年６月　大分県エネルギー産業企業会会長（現在に至る）
平成24年11月　大阪工業大学客員教授（現在に至る）
平成24年11月　株式会社エナリス社外取締役（現在に至る）

所有する会社の株式　な　し
重要な兼職の状況

・株式会社村上憲郎事務所代表取締役
・大阪府特別参与並びに大阪市特別参与
・経産省産業構造委員会情報経済分科会委員
・経産省資源エネルギー庁スマートメータ制度検討会委員
・経産省ＩＴ融合フォーラム有識者会議委員
・大分県エネルギー産業企業会会長
・株式会社ブイキューブ社外取締役
・株式会社エナリス社外取締役

上記社外取締役候補者と本会社との間に特別の利害関係はありません。
▼提案の理由

脱原発と代替電源の確保ならびに発送電分離に加えて、新たな電力市場形成による電
力供給体制の充実と需要抑制を図るために、経営方針の大転換を図る必要がある。この
ため、当会社の取締役として選任されるべき人物として、電力需要抑制に向けた新たな
事業展開を含めたエネルギーに関する諸課題とその対策について精通し、かつ、企業の
経営全般についての経験と見識を有する人材が求められるところである。村上憲郎氏は、
コンピューターの黎明期から今日に至るまでその第一線で活躍してきており、特にコン
ピューターのハード・ソフトに関する最新の知見が要求される電力需給調整に関する新
たな事業展開にあたって、必要かつ十分な経験と見識を備えている。以上の理由により、
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村上憲郎氏を社外取締役として選任するものである。
⃝取締役会の意見

現在、当社グループを取り巻く経営環境は、大飯発電所３ 、４号機が再稼動したもの
の、このほかの原子力プラントの再稼動時期が依然見通せず、電力の需給、事業の収支
とも大変厳しい状況にあります。

こうした難局を乗り越えるため、当社グループの総力を結集して、電力の安全・安定
供給の完遂とともに、安全性が確認された原子力プラントの再稼動、収支改善に向けた
さらなる徹底した経営効率化に取り組んでまいります。加えて、電力システム改革の方
針への的確な対応など喫緊の課題の解決に最優先で取り組んでまいります。

これら多くの経営課題に対処していくため、当社の取締役としてふさわしい能力、経
験、識見等を有する社外取締役候補者を含めた17名の候補者の選任を第２号議案として
提案させていただいており、この会社提案が最適と考えております。

なお、当社は、安全確保を大前提に原子力発電を重要な電源として活用していくこと
としておりますが、村上憲郎氏は、大阪府特別参与・大阪市特別参与であり、大阪府市
エネルギー戦略会議委員として、政府および当社に対して大飯発電所３ 、４号機の停止
を強く要請する緊急声明の作成、ならびに脱原発に向けた提言の策定に参画されており
ます。

したがいまして、取締役会は本議案に反対いたします。

　　　　　　　　　　〈株主（１名）からのご提案（第31号議案）〉
第31号議案は、株主（１名）からのご提案によるものであります。なお、提案株主（１名）
の議決権の数は、41,925個であります。
第31号議案　定款一部変更の件
▼提案の内容

本会社の定款に以下の章を新設し、以下の条文を追加する。
第13章　脱原発と安全性の確保及び事業形態の革新
（脱原発依存と安全性の確保）　

第54条　本会社は、原子力発電に依存しない、持続可能で安心安全な電力供給体制を
可能な限り早期に構築する。

２　前項の規定による電力供給体制が構築されるまでの間において、原子力発電所を
稼働する場合は、既設の火力発電所等の活用による必要な供給力の確保と電力需要
の低減に努めるとともに、原子力発電所の安全性の確保と地域の住民の理解を得た
上で、必要最低限の範囲で行うものとする。

▼提案の理由
平成23年３月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所の深刻な事故を踏まえれ

ば、ひとたび原子力発電所で大事故が発生すれば、市民生活や経済活動への影響は過酷
なものとなることは明らかであり、原子力発電に依存しない、持続可能で安心安全な電
力供給体制を可能な限り早期に構築していく必要がある。第１項の規定による電力供給
体制が構築されるまでの間において、原子力発電所を稼働する場合は、既設の火力発電
所等の活用による必要な供給力の確保と電力需要の低減に努めるとともに、原子力規制
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委員会による新たな規制基準を厳格に適用することはもとより、更なる原子力発電所の
安全性の確保と地域の住民の理解を得た上で、必要最低限の範囲で行う必要がある。
⃝取締役会の意見

当社は、お客さまに良質で低廉な電気を安定的にお届けする使命を果たすため、安全
確保（Ｓａfｅｔｙ）を大前提に、長期的なエネルギーセキュリティの確保（Ｅｎｅrｇｙ Ｓｅcuriｔｙ）
や経済性（Ｅcoｎomｙ）、地球環境問題への対応（Ｅｎviroｎmｅｎｔａｌ Ｃoｎsｅrvａｔioｎ）の３つの
Ｅを加えた、「Ｓ＋３Ｅ」の観点で総合的に勘案し、電源について多様な選択肢を持ち
続けることが重要であると考えております。

わが国は、エネルギー自給率が４％と極めて低く、原油価格の高騰や化石燃料調達先
の特定地域への依存など、さまざまなリスクに直面しておりますことから、当社として
は、化石燃料に過度に依存しないエネルギーミックスが大切であり、安全確保を大前提
に原子力発電を今後も重要な電源として活用していく必要があると考えております。

原子力発電所の安全性向上対策については、福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、
「電源の確保」、「原子炉の冷却機能の確保」、「使用済燃料プールの冷却機能の確保」の
ための緊急対策を直ちに実施し、多重性・多様性を拡充してまいりました。また、より
一層の安全性・信頼性向上に資する対策についても、実施しております。

当社としては、原子力規制委員会により安全性が確認された原子力プラントについて
は、すみやかに再稼動したいと考えております。

当社は、規制の枠組みにとどまることなく、安全性向上対策を自主的かつ継続的に進
めていくことが不可欠であると考えており、今後も、世界最高水準の安全性を目指し、
国内外の最新の技術情報の収集、分析に努め、原子力発電所の安全性、信頼性の向上に
取り組んでまいります。

加えて、火力発電については、姫路第二発電所で進めている世界最高水準の熱効率を
有するＬＮＧコンバインドサイクル発電方式の採用など、高効率化を目指した既設発電
所の設備更新や新増設に取り組んでまいります。

また、再生可能エネルギーについても、エネルギーセキュリティや地球温暖化対策の
観点から重要なエネルギーとして、引き続き普及・拡大を積極的に推進してまいります。

さらに、お客さまの省エネルギー実現に向けたエネルギーマネジメント活動の深化・
発展や、スマートメーターを活用した電気のご使用状況の見える化の促進、新たな料金
メニューの拡充検討などのお客さま選択肢の拡大にも取り組んでまいります。

したがいまして、取締役会は本議案に反対いたします。

以　上　
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【議決権の行使についてのご案内】
１．ご出席いただけない場合の議決権の行使

株主総会にご出席いただけない場合は、書面またはインターネット等により議
決権を行使することができますので、お手数ながら、38頁から69頁の「株主総会
参考書類」をご検討くださいまして、以下のいずれかの方法により、議決権をご
行使くださいますようお願い申しあげます。
⑴　書面による議決権の行使

ａ．同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送くだ
さい。

ｂ．書面による議決権の行使は、株主総会前日（平成25年₆月25日（火曜日））
の午後₅時30分到着分までの受付とさせていただきます。

⑵　インターネット等による議決権の行使
インターネット等により議決権を行使される場合は、次頁の「インターネッ

ト等により議決権を行使される場合のお手続きについて」をご確認くださいま
すようお願い申しあげます。

２．代理人による議決権の行使
株主総会にご出席いただけない場合は、議決権を有する他の株主の方₁名を代

理人として株主総会にご出席いただくことができます。ただし、代理権を証明す
る書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

３．議決権の不統一行使
議決権の不統一行使は、他人のために株式を有する株主の方に限らせていただ

きますが、行使に当たっては、株主総会日の３日前までに、議決権の不統一行使
を行う旨およびその理由を記載した書面のご提出が必要となりますのでご了承く
ださい。

４．相反する議案の取扱い
第７号議案と第27号議案は相反する関係にあります。したがいまして、第７号

議案および第27号議案のいずれにも賛成する旨の議決権の行使をされますと、第
７号議案および第27号議案への議決権の行使は無効となりますので、ご注意いた
だきますようお願い申しあげます。
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インターネット等により議決権を行使される場合のお手続きについて
インターネット等により議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、ご

行使くださいますようお願い申しあげます。
記

１．インターネットによる議決権の行使について
⑴　議決権行使サイトのご案内

ａ．当社の指定する議決権行使サイト：ｈｔｔp://www.ｅvoｔｅ.jp/
ｂ．利用環境の制限

当サイトは、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話サービス（i モード、
ＥZwｅb、Ｙａｈoo!ケータイ）を用いたインターネットのみでご利用いただけます。

なお、当サイトをご利用いただく際のプロバイダへのダイアルアップ接続料
金および通信事業者への通信料金（電話料金等）は株主さまのご負担となります。

〔携帯電話について〕
上記サービスが利用可能の場合であっても、携帯電話の機種によっては、ご

利用できない場合がございます。（セキュリティ確保のため、ＳＳＬ通信（暗号
化通信）および携帯電話情報送信が可能な機種のみ対応しております。）

（注）「ｉモード」は株式会社ＮＴＴ ドコモ、「ＥZwｅb」は KＤＤＩ株式会社、「Ｙａｈoo!」
は米国Ｙａｈoo!Ｉｎc. の商標または登録商標です。

⑵　議決権行使期限
株主総会前日（平成25年₆月25日（火曜日））の午後₅時30分まで受付させて

いただきます。
なお､議決権行使結果の集計の都合上､お早めにご行使くださいますようお願い

申しあげます。
⑶　複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い

ａ．書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合
到着日時を問わずインターネットによる行使を有効なものとして取り扱わせ

ていただきます。
ｂ．インターネットにより、複数回にわたり議決権を行使された場合

最後に行われた行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。
⑷　「ログイン ＩＤ」および「仮パスワード」についてのご注意

ａ．「ログイン ＩＤ」および「仮パスワード」の記載場所
同封の議決権行使書用紙に記載しております。

ｂ．パスワードの変更について
株主さま以外の第三者による不正アクセス（いわゆる「なりすまし」）や議

決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主さまには「仮パスワード」
から新しいパスワードへの変更をお願いすることになります。

２．議決権電子行使プラットフォームについて
株式会社ＩＣJ が運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」

にご参加の株主さまは、当該プラットフォームにより議決権を行使することがで
きます。

以　上

システムに関するお問い合わせ
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
電話：0120-173-027（受付時間9:00〜21:00、通話料無料）




